
第 号議案

神戸市手数料条例の一部を改正する条例の件 

神戸市手数料条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

令和４年９月14日提出

神戸市長 久   元   喜   造

神戸市手数料条例の一部を改正する条例 

神戸市手数料条例（平成12年３月条例第77号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

 （手数料）  （手数料） 

第２条  市長は、次の各号に掲げる事

務につき、それぞれ当該各号に定め

る額の手数料を徴収する。 

第２条  市長は、次の各号に掲げる事

務につき、それぞれ当該各号に定め

る額の手数料を徴収する。 

(1)～ (91の 10) ［略］  (1)～ (91の 10) ［略］  

(92)から (132の 20)まで  削除 (92) 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25年 法 律 第

201号 ） 第 ６ 条 第 １ 項 （ 同 法 第 87

条第１項において準用する場合を

含む。）の規定に基づく確認の申

請又は同法第 18条第２項（同法第

87条第１項において準用する場合

を含む。）の規定に基づく通知に

63
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対する審査 

  １件につき、アからエまでに掲

げる算定に基づく床面積の合計が

30平方メートル以内のものにあっ

て は １ 万 9,000円 、 30平 方 メ ー ト

ル を 超 え 100平 方 メ ー ト ル 以 内 の

ものにあっては３万 1,000円、 100

平 方 メ ー ト ル を 超 え 200平 方 メ ー

ト ル 以 内 の も の に あ っ て は ４ 万

7,000円、 200平方メートルを超え

500平 方 メ ー ト ル 以 内 の も の に あ

っ て は ６ 万 円 、 500平 方 メ ー ト ル

を 超 え 1,000平 方 メ ー ト ル 以 内 の

も の に あ っ て は ９ 万 円 、 1,000平

方 メ ー ト ル を 超 え 2,000平 方 メ ー

ト ル 以 内 の も の に あ っ て は 12万

円 、 2,000平 方 メ ー ト ル を 超 え １

万平方メートル以内のものにあっ

ては 28万円、１万平方メートルを

超え５万平方メートル以内のもの

にあっては 44万円、５万平方メー

トルを超えるものにあっては 80万

円（同法第６条の３第１項ただし

書又は同法第 18条第４項ただし書

の規定に基づき、構造計算に関す

る高度の専門的知識及び技術を有

する者として建築基準法施行規則

（昭和 25年建設省令第 40号）第３
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条の 13第１項各号で定める要件を

備える者である建築主事が建築基

準 法 施 行 令 （ 昭 和 25年 政 令 第 338

号）第９条の３に定める特定構造

計算基準又は特定増改築構造計算

基準に適合するかどうかを審査す

る場合にあっては、これらの額に

当該審査に係る一の建築物ごとの

床面積（一の建築物がエキスパン

ションジョイントその他の相互に

応力を伝えない構造方法により他

の部分と構造的に分離されている

場合にあっては、それぞれの部分

ご と の 床 面 積 ） が 、 1,000平 方 メ

ートル以内のものにあっては 16万

7,000円、 1,000平方 メートル を超

え 2,000平 方 メ ー ト ル 以 内 の も の

にあって は 21万 5,000円、 2,000平

方メートルを超え１万平方メート

ル 以 内 の も の に あ っ て は 24 万

8,000円 、 １ 万 平 方 メ ー ト ル を 超

え５万平方メートル以内のものに

あ っ て は 32万 4,000円 、 ５ 万 平 方

メートルを超えるものにあっては

59万円をそれぞれ加算した額） 

 ア  建築物を建築する場合（イに

掲げる場合及び移転する場合を

除く。）  当該建築に係る部分
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の床面積 

 イ  確認を受けた建築物の計画の

変更をして建築物を建築する場

合（移転する場合を除く。）  

当該計画の変更に係る部分の床

面積の２分の１（床面積の増加

する部分にあっては、当該増加

する部分の床面積） 

 ウ  建築物を移転し、その大規模

の修繕若しくは大規模の模様替

をし、又はその用途を変更する

場 合 （ エ に 掲 げ る 場 合 を 除

く。）  当該移転、修繕、模様

替又は用途の変更に係る部分の

床面積の２分の１ 

 エ  確認を受けた建築物の計画の

変更をして建築物を移転し、そ

の大規模の修繕若しくは大規模

の模様替をし、又はその用途を

変更する場合  当該計画の変更

に係る部分の床面積の２分の１ 

 (93) 建 築 基 準 法 第 87条 の ４ に お い

て準用する同法第６条第１項の規

定に基づく確認の申請又は同法第

87条の４において準用する同法第

18条第２項の規定に基づく通知に

対する審査 

 ア  建築設備を設置する場合（イ
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に掲げる場合を除く。）  小荷

物専用昇降機にあっては１基に

つき１万円、その他の建築設備

に あ っ て は １ 基 に つ き １ 万

7,000円  

 イ  確認を受けた建築設備の計画

の変更をして建築設備を設置す

る場合  小荷物専用昇降機にあ

っ て は １ 基 に つ き 6,000円 、 そ

の他の建築設備にあっては１基

につき１万円 

 (94) 建 築 基 準 法 第 88条 第 １ 項 若 し

くは第２項において準用する同法

第６条第１項の規定に基づく確認

の申請又は同法第 88条第１項若し

くは第２項において準用する同法

第 18条第２項の規定に基づく通知

に対する審査 

 ア  工作物を築造する場合（イに

掲げる場合を除く。）  １件に

つき １万6,000円  

 イ  確認を受けた工作物の計画の

変更をして工作物を築造する場

合 １件につき １万円 

 (95) 建 築 基 準 法 第 ７ 条 第 ４ 項 又 は

同法第 18条第 17項の規定に基づく

完了検査（第 98号に規定する検査

を除く。） 
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 ア  １ 件 に つ き 、 （ ア ） 及 び

（イ）に掲げる算定に基づく床

面積の合計が 30平方メートル以

内 の も の に あ っ て は ２ 万 2,000

円 、 30平 方 メ ー ト ル を 超 え 100

平方メートル以内のものにあっ

て は ３ 万 円 、 100平 方 メ ー ト ル

を 超 え 200平 方 メ ー ト ル 以 内 の

も の に あ っ て は ３ 万 6,000円 、

200平方メートルを超え 500平方

メートル以内のものにあっては

４万 5,000円、 500平方メー トル

を 超 え 1,000平 方 メ ー ト ル 以 内

の も の に あ っ て は ６ 万 5,000

円 、 1,000平 方 メ ー ト ル を 超 え

2,000平 方 メ ー ト ル 以 内 の も の

にあ っ て は８ 万 8,000円 、 2,000

平方メートルを超え１万平方メ

ートル以内のものにあっては 19

万円、１万平方メートルを超え

５万平方メートル以内のものに

あっては 30万円、５万平方メー

トルを超えるものにあっては 59

万円  

 (ア )  建 築 物 を 建 築 し た 場 合

（移転した場合を除く。）  

当該建築に係る部分の床面積 

 (イ ) 建築物を移転し、又はそ
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の大規模の修繕若しくは大規

模の模様替をした場合  当該

移転、修繕又は模様替に係る

部分の床面積の２分の１ 

 イ  建築物が建築物のエネルギー

消 費 性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律

（ 平 成 27年 法 律 第 53号 。 以 下

「建築物省エネルギー法」とい

う。）第 11条第１項の適用を受

け る も の で あ る 場 合 に お い て

は、１件につき、同項に規定す

る非住宅部分（以下第 98号及び

第 132号の 14の３から第 132号の

18までの規定において「非住宅

部 分 」 と い う 。 ） の 床 面 積

（（ア）から（ウ）までに掲げ

る 場 合 に あ っ て は 、 そ れ ぞ れ

（ア）から（ウ）までに掲げる

床 面 積 。 第 98 号 に お い て 同

じ 。 ） の 合 計 が 300平 方 メ ー ト

ル 以 上 1,000平 方 メ ー ト ル 未 満

の も の に あ っ て は １ 万 7,000

円 、 1,000 平 方 メ ー ト ル 以 上

2,000平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

にあ っ て は２ 万 8,000円 、 2,000

平 方 メ ー ト ル 以 上 5,000平 方 メ

ートル未満のものにあっては８

万 5,000円 、 5,000平 方メ ー ト ル
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以上１万平方メートル未満のも

の に あ っ て は 13万 4,000円 、 １

万 平 方 メ ー ト ル 以 上 ２ 万 5,000

平方メートル未満のものにあっ

ては 16万 9,000円 、 ２万 5,000平

方メートル以上５万平方メート

ル 未 満 の も の に あ っ て は 21万

1,000円 、 ５ 万 平 方 メ ー ト ル 以

上 の も の に あ っ て は 29万 6,000

円をアに掲げる額に加算する。 

 (ア ) 当該建築物について一次

エネルギー消費量（建築物エ

ネルギー消費性能基準等を定

める省令（平成 28年経済産業

省令・国土交通省令第１号。

以 下 こ の 号 か ら 第 13 2号 の 18

の ３ ま で に お い て 「 基 準 省

令」という。）第１条第１項

第１号イの一次エネルギー消

費 量 を い う 。 第 13 2号 の 14の

３において同じ。）に係る計

算を要しない既存部分がある

場合  当該既存部分の床面積

を除いた床面積 

 (イ ) 都市の低炭素化の促進に

関する法律（平成 24年法律第

84 号 。 以 下 「 低 炭 素 化 促 進

法」という。）第 55条第１項
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の規定に基づく変更の認定を

受け、かつ、同条第２項の規

定において準用する低炭素化

促進法第 54条第８項の規定に

より建築物省エネルギー法第

12条第３項の規定による通知

書の交付を受けたものとみな

した場合  当該変更に係る部

分の床面積（低炭素化促進法

第 54条第１項第１号に規定す

る建築物の低炭素化の促進の

ために誘導すべき経済産業大

臣、国土交通大臣及び環境大

臣が定める基準（以下「誘導

基準」という。）に適合する

かどうかの判断のための計算

の方法を変更する場合にあっ

ては、当該変更する部分の床

面積を含む。） 

 (ウ ) 建築物省エネルギー法第

36条第１項の規定に基づく変

更の認定を受け、かつ、同条

第２項の規定において準用す

る建築物省エネルギー法第 12

条第３項の規定による通知書

の交付を受けたものとみなし

た場合  当該変更に係る部分

の床面積（基準省令第 10条第
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１号又は第２号に規定する基

準（国土交通大臣がエネルギ

ー消費性能を適切に評価でき

る 方 法 と 認 め る 方 法 を 含

む。）の適用を変更する場合

にあっては、当該変更する部

分の床面積を含む。） 

 (96) 建 築 基 準 法 第 87条 の ４ に お い

て準用する同法第７条第４項又は

同法第 18条第 17項の規定に基づく

完了検査 

  小荷物専用昇降機にあっては１

基 に つ き １ 万 8,000円 、 そ の 他 の

建築設備にあっては１基につき２

万4,000円  

 (97) 建 築 基 準 法 第 88条 第 １ 項 又 は

第２項において準用する同法第７

条第４項又は同法第 18条第 17項の

規定に基づく完了検査  １件につ

き ２万円 

 (98) 建 築 基 準 法 第 ７ 条 第 ４ 項 又 は

同法第 18条第 17項の規定に基づく

完了検査のうち同法第７条の３第

１項に規定する特定工程に係る建

築物に関するもの 

 ア  １件につき、第 95号アに掲げ

る算定に基づく床面積の合計が

30平方メートル以内のものにあ
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っ て は ２ 万 1,000円 、 30平 方 メ

ー ト ル を 超 え 100平 方 メ ー ト ル

以 内 の も の に あ っ て は ２ 万

9,000円、 100平方 メートル を超

え 200平 方 メ ー ト ル 以 内 の も の

にあって は３万 5,000円、 200平

方 メ ー ト ル を 超 え 500平 方 メ ー

トル以内のものにあっては４万

4,000円、 500平方 メートル を超

え 1,000平 方 メ ー ト ル 以 内 の も

の に あ っ て は ６ 万 3,000 円 、

1,000平 方 メー ト ル を超 え 2,000

平方メートル以内のものにあっ

ては ８ 万 5,000円 、 2,000平 方 メ

ートルを超え１万平方メートル

以内のものにあっては 18万円、

１万平方メートルを超え５万平

方メートル以内のものにあって

は 29万円、５万平方メートルを

超えるものにあっては57万円  

 イ  建築物が建築物省エネルギー

法第 11条第１項の適用を受ける

ものである場合においては、１

件につき、非住宅部分の床面積

の 合 計 が 300平 方 メ ー ト ル 以 上

1,000平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

にあ っ て は１ 万 7,000円 、 1,000

平 方 メ ー ト ル 以 上 2,000平 方 メ
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ートル未満のものにあっては２

万 8,000円 、 2,000平 方メ ー ト ル

以 上 5,000平 方 メ ー ト ル 未 満 の

も の に あ っ て は ８ 万 5,000円 、

5,000平 方 メ ー ト ル 以 上 １ 万 平

方メートル未満のものにあって

は 13万 4,000円 、 １ 万 平 方 メ ー

ト ル 以 上 ２ 万 5,000平 方 メ ー ト

ル 未 満 の も の に あ っ て は 16万

9,000円 、 ２万 5,000平方 メ ー ト

ル以上５万平方メートル未満の

も の に あ っ て は 21万 1,000円 、

５万平方メートル以上のものに

あ っ て は 29万 6,000円 を ア に 掲

げる額に加算する。 

 (99) 建 築 基 準 法 第 ７ 条 の ３ 第 ４ 項

又は同法第 18条第 20項に規定する

検査 

  １件につき、検査を行う部分の

床面積の合計が 30平方メートル以

内のものにあっては２万円、 30平

方 メ ー ト ル を 超 え 100平 方 メ ー ト

ル 以 内 の も の に あ っ て は ２ 万

7,000円、 100平方メートルを超え

200平 方 メ ー ト ル 以 内 の も の に あ

っては３万 1,000円、 200平方メー

ト ル を 超 え 500平 方 メ ー ト ル 以 内

の も の に あ っ て は ４ 万 円 、 500平
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方 メ ー ト ル を 超 え 1,000平 方 メ ー

ト ル 以 内 の も の に あ っ て は ５ 万

8,000円、 1,000平方 メートル を超

え 2,000平 方 メ ー ト ル 以 内 の も の

にあって は７万 6,000円、 2,000平

方メートルを超え１万平方メート

ル以内のものにあっては 17万円、

１万平方メートルを超え５万平方

メートル以内のものにあっては 26

万円、５万平方メートルを超える

ものにあっては51万円  

 (100) 建築基準法第７条の６第１項

第１号若しくは第２号又は同法第

18条第 24項第１号若しくは第２号

（これらの規定を同法第 87条の４

又は同法第 88条第１項若しくは第

２ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む。）の規定に基づく検査済証の

交付を受ける前における建築物等

の仮使用の認定の申請に対する審

査 １件につき 12万円  

 (100の 2) 建 築 基 準 法 第 42条 第 １ 項

第５号の規定に基づく道の位置の

指定の申請に対する審査  １件に

つき ５万円 

 (101) 建築基準法第43条第２項第１

号の規定に基づく建築物の敷地と

道路との関係の建築の認定の申請
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に対する審査  １件につき  ２万

7,000円  

 (101の 2) 建 築基 準 法 第 43条 第 ２項

第２号の規定に基づく建築物の敷

地と道路との関係の建築の許可の

申請に対する審査  １件につき  

３万3,000円  

 (102) 建築基準法第44条第１項第２

号の規定に基づく公衆便所等の道

路内における建築の許可の申請に

対 す る 審 査  １ 件 に つ き  ３ 万

3,000円  

 (103) 建築基準法第44条第１項第３

号の規定に基づく道路内における

建築の認定の申請に対する審査  

１件につき ２万7,000円  

 (104) 建築基準法第44条第１項第４

号の規定に基づく公共用歩廊等の

道路内における建築の許可の申請

に対する審査  １件につき  16万

円  

 (105) 建築基準法第47条ただし書の

規定に基づく壁面線外における建

築の許可の申請に対する審査  １

件につき 16万円  

 (106) 建築基準法第48条第１項ただ

し書、第２項ただし書、第３項た

だし書、第４項ただし書、第５項
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ただし書、第６項ただし書、第７

項ただし書、第８項ただし書、第

９項ただし書、第 10項ただし書、

第 11項ただし書、第 12項ただし書

又は第 13項ただし書（同法第 87条

第２項若しくは第３項又は第 88条

第２項においてこれらの規定を準

用する場合を含む。）の規定に基

づく用途地域における建築等の許

可の申請に対する審査  １件につ

き 18万円  

 (107) 建 築 基 準 法 第 51条 た だ し 書

（同法第 87条第２項若しくは第３

項又は第 88条第２項において準用

する場合を含む。）の規定に基づ

く特殊建築物等の敷地の許可の申

請に対する審査  １件につき  16

万円  

 (108) 建築基準法第52条第 10項、第

11項又は第 14項の規定に基づく建

築物の容積率に関する制限の適用

除外に係る許可の申請に対する審

査 １件につき 16万円  

 (108の 2) 建 築基 準 法 第 53条 第 ４項

の規定に基づく建築物の建蔽率に

関する制限の適用除外に係る許可

の申請に対する審査  １件につき

 ３万 3,000円  
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 (108の 3) 建 築基 準 法 第 53条 第 ５項

の規定に基づく建築物の建蔽率に

関する制限の適用除外に係る許可

の申請に対する審査  １件につき

 ３万 3,000円  

 (109) 建築基準法第53条第６項第３

号の規定に基づく建築物の建蔽率

に関する制限の適用除外に係る許

可の申請に対する審査  １件につ

き ３万3,000円  

 (110) 建築基準法第53条の２第１項

第３号又は第４号（同法第 57条の

５第３項において準用する場合を

含む。）の規定に基づく建築物の

敷地面積の許可の申請に対する審

査 １件につき 16万円  

 (111) 建築基準法第55条第２項の規

定に基づく建築物の高さに関する

制限の適用除外に係る認定の申請

に対する審査  １件につき  ２万

7,000円  

 (112) 建築基準法第55条第３項各号

の規定に基づく建築物の高さに関

する制限の適用除外に係る許可の

申請に対する審査  １件につき  

16万円  

 (113) 建築基準法第56条の２第１項

ただし書の規定に基づく日影によ
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る建築物の高さに関する制限の適

用除外に係る許可の申請に対する

審査 １件につき 16万円  

 (114) 建築基準法第57条第１項の規

定に基づく高架の工作物内に設け

る建築物の高さに関する制限の適

用除外に係る認定の申請に対する

審査 １件につき ２万 7,000円  

 (115) 建築基準法第59条第１項第３

号の規定に基づく高度利用地区に

おける建築物の容積率若しくは建

蔽 率 若 し く は 建 築 物 の 建 築 面 積

（同一敷地内に２以上の建築物が

ある場合においては、それぞれの

建築面積）に関する制限の適用除

外に係る許可又は同条第２項ただ

し書の規定に基づく高度利用地区

における同条第１項第３号に該当

する建築物に係る壁面の位置に関

する制限の適用除外に係る許可の

申請に対する審査  １件につき  

16万円  

 (116) 建築基準法第59条第４項の規

定に基づく高度利用地区における

建築物の各部分の高さに関する制

限の適用除外に係る許可の申請に

対する審査 １件につき 16万円  

 (117) 建築基準法第59条の２第１項
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の規定に基づく敷地内に広い空地

を有する建築物の容積率又は各部

分の高さに関する制限の適用除外

に係る許可の申請に対する審査  

１件につき 16万円  

 (117の 2) 建 築基 準 法 第 60条 の ２第

１項第３号の規定に基づく都市再

生特別地区内における建築物の容

積率若しくは建蔽率、建築物の建

築面積（同一敷地内に２以上の建

築物がある場合においては、それ

ぞれの建築面積）若しくは建築物

の高さに関する制限の適用除外に

係る許可又は同条第２項ただし書

の規定に基づく都市再生特別地区

内における同条第１項第３号に該

当する建築物に係る壁面の位置に

関する制限の適用除外に係る許可

の申請に対する審査  １件につき

 16万円  

 (117の 3) 建 築基 準 法 第 60条 の ２の

２第１項第２号の規定に基づく居

住環境向上用途誘導地区内におけ

る建築物の建蔽率に関する制限の

適用除外に係る許可、同条第２項

ただし書の規定に基づく居住環境

向上用途誘導地区内における同条

第１項第２号に該当する建築物に
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係る壁面の位置に関する制限の適

用除外に係る許可又は同条第３項

ただし書の規定に基づく居住環境

向上用途誘導地区内における建築

物の高さに関する制限の適用除外

に係る許可の申請に対する審査  

１件につき 16万円  

 (117の 4) 建 築 基 準 法 第 60条 の ３ 第

１項第３号の規定に基づく特定用

途誘導地区内における建築物の容

積 率 若 し く は 建 築 物 の 建 築 面 積

（同一敷地内に２以上の建築物が

ある場合においては、それぞれの

建築面積）に関する制限の適用除

外に係る許可又は同条第２項ただ

し書に規定する特定用途誘導地区

内における建築物の高さに関する

制限の適用除外に係る許可の申請

に対する審査  １件につき  16万

円  

 (117の 5) 建 築 基 準 法 第 67条 第 ３ 項

第２号の規定に基づく特定防災街

区整備地区内における建築物の敷

地面積に関する制限の適用除外に

係る許可、同条第５項第２号の規

定に基づく特定防災街区整備地区

内における建築物の壁面の位置に

関する制限の適用除外に係る許可
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又は同条第９項第２号の規定に基

づく特定防災街区整備地区内にお

ける建築物の防災都市計画施設に

係る間口率若しくは建築物の高さ

に関する制限の適用除外に係る許

可の申請に対する審査  １件につ

き 16万円  

 (118) 建築基準法第68条の３第１項

の規定に基づく再開発等促進区等

内における建築物の容積率、同条

第２項の規定に基づく再開発等促

進区等内における建築物の建蔽率

又は同条第３項の規定に基づく再

開発等促進区等内における建築物

の高さに関する制限の適用除外に

係る認定の申請に対する審査  １

件につき ２万 7,000円  

 (119) 建築基準法第68条の３第４項

の規定に基づく再開発等促進区等

内における建築物の各部分の高さ

に関する制限の適用除外に係る許

可の申請に対する審査  １件につ

き 16万円  

 (120) 建築基準法第68条の４第１項

の規定に基づく地区計画等の区域

内における建築物の容積率の制限

の適用除外に係る認定の申請に対

す る 審 査  １ 件 に つ き  ２ 万
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7,000円  

 (121) 建築基準法第68条の５の３第

２項の規定に基づく地区計画等の

区域内における建築物の各部分の

高さの制限の適用除外に係る許可

の申請に対する審査  １件につき

 16万円  

 (122) 建築基準法第68条の５の５第

１項の規定に基づく地区計画等の

区域内における前面道路の幅員に

応じた建築物の容積率の制限の適

用除外に係る認定又は同条第２項

の規定に基づく地区計画等の区域

内にある建築物の各部分の高さの

制限の適用除外に係る認定の申請

に対する審査  １件につき  ２万

7,000円  

 (123) 建築基準法第68条の５の６第

１項の規定に基づく地区計画等の

区域内における建築物の建蔽率の

特例に係る認定の申請に対する審

査 １件につき ２万7,000円  

 (124) 建築基準法第68条の７第５項

の規定に基づく予定道路に係る建

築物の容積率に関する制限の適用

除外に係る許可の申請に対する審

査 １件につき 16万円  

 (125) 建築基準法第85条第６項又は
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第７項の規定に基づく仮設興行場

等の建築の許可の申請に対する審

査 

 ア  ３月以内のもの  １件につき

 ６万円 

 イ  ３月を超え１年以内のもの  

１件につき 12万円  

 ウ  １年を超えるもの  １件につ

き 16万円  

 (126) 建築基準法第86条第１項の規

定に基づく総合的設計による一団

地の建築物の特例に係る認定の申

請に対する審査 

  建築物の敷地又は建築物の敷地

以外の土地（以下この号において

「敷地等」という。）の数が２で

あ る 場 合 に あ っ て は ７ 万 8,000

円、敷地等の数が３以上である場

合 に あ っ て は ７ 万 8,000円 に ２ を

超 え る 敷 地 等 の 数 に ２ 万 8,000円

を乗じて得た額を加算した額 

 (127) 建築基準法第86条第２項の規

定に基づく既存建築物を前提とし

た総合的設計による建築物の特例

に係る認定の申請に対する審査 

  建築物（既存建築物を除く。以

下この号において同じ。）の数が

１ で あ る 場 合 に あ っ て は ７ 万
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8,000円 、 建 築 物 の 数 が ２ 以 上 で

あ る 場 合 に あ っ て は ７ 万 8,000円

に １ を 超 え る 建 築 物 の 数 に ２ 万

8,000円 を 乗 じ て 得 た 額 を 加 算 し

た額 

 (127の 2) 建 築 基 準 法 第 86条 第 ３ 項

の規定に基づく敷地内に広い空地

を有し、総合的設計による一団地

の建築物の容積率又は各部分の高

さに関する特例に係る許可の申請

に対する審査 

  建築物の敷地又は建築物の敷地

以外の土地（以下この号において

「敷地等」という。）の数が２で

ある場合にあっては 22万円、敷地

等の数が３以上である場合にあっ

ては 22万円に２を超える敷地等の

数 に ２ 万 8,000円 を 乗 じ て 得 た 額

を加算した額 

 (127の 3) 建 築 基 準 法 第 86条 第 ４ 項

の規定に基づく既存建築物を前提

とした総合的設計による建築物の

容積率又は各部分の高さに関する

特例に係る許可の申請に対する審

査 

  建築物の数が１である場合にあ

っては 22万円、建築物の数が２以

上である場合にあっては 22万円に
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１ を 超 え る 建 築 物 の 数 に ２ 万

8,000円 を 乗 じ て 得 た 額 を 加 算 し

た額 

 (128) 建築基準法第86条の２第１項

の規定に基づく同一敷地内建築物

以外の建築物の建築に係る認定の

申請に対する審査 

  建築物（同一敷地内建築物を除

く。以下この号において同じ。）

の数が１である場合にあっては７

万 8,000円 、 建 築 物 の 数 が ２ 以 上

で あ る 場 合 に あ っ て は ７ 万 8,000

円に１を超える建築物の数に２万

8,000円 を 乗 じ て 得 た 額 を 加 算 し

た額 

 (128の 2) 建 築 基 準 法 第 86条 の ２ 第

２項の規定に基づく公告認定対象

区域内における同一敷地内認定建

築物以外の建築物に対する容積率

又は各部分の高さに関する特例に

係る許可の申請に対する審査 

  建築物の数が１である場合にあ

っては 22万円、建築物の数が２以

上である場合にあっては 22万円に

１ を 超 え る 建 築 物 の 数 に ２ 万

8,000円 を 乗 じ て 得 た 額 を 加 算 し

た額 

 (129) 建築基準法第86条の２第３項
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の規定に基づく公告許可対象区域

内における同一敷地内許可建築物

以外の建築物の建築の許可の申請

に対する審査 

  建築物の数が１である場合にあ

っては 22万円、建築物の数が２以

上である場合にあっては 22万円に

１ を 超 え る 建 築 物 の 数 に ２ 万

8,000円 を 乗 じ て 得 た 額 を 加 算 し

た額 

 (130) 建築基準法第86条の５第２項

の規定に基づく複数建築物の認定

の取消しの申請に対する審査 

  6,400円 に 現 に 存 す る 建 築 物 の

数 に １ 万 2,000円 を 乗 じ て 得 た 額

を加算した額 

 (131) 建築基準法第86条の５第３項

の規定に基づく複数建築物の許可

の取消しの申請に対する審査 

  6,400円 に 現 に 存 す る 建 築 物 の

数 に １ 万 2,000円 を 乗 じ て 得 た 額

を加算した額 

 (132) 建築基準法第86条の６第２項

の規定に基づく一団地の住宅施設

に関する都市計画に基づく建築物

の容積率、建蔽率、外壁の後退距

離又は高さに関する制限の適用除

外に係る認定の申請に対する審査
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 １件につき ２万7,000円  

 (132の 2) 建 築基 準 法 第 86条 の ７第

４項の規定に基づく既存建築物の

移転に係る認定（建築基準法施行

令 第 137条 の 16第 ２ 号 に 規 定 す る

ものに限る。）の申請に対する審

査 １件につき ２万7,000円  

 (132の 2の 2) 建築基準法第86条の８

第１項に基づく全体計画の認定又

は同条第３項の規定に基づく全体

計画の変更の認定の申請に対する

審査 １件につき ２万 7,000円  

 (132の 2の 3) 建築基準法第87条の２

第１項の規定に基づく全体計画の

認定又は同条第２項により準用す

る同法第 86条の８第３項の規定に

基づく全体計画の変更の認定の申

請に対する審査  １件につき  ２

万7,000円  

 (132の 2の 4) 建築基準法第87条の３

第６項又は第７項の規定に基づく

建築物の用途を変更し、一時的に

興行場等又は特別興行場等とする

場合の許可の申請に対する審査 

 ア  ３月以内のもの  １件につき

 ６万円 

 イ  ３月を超え１年以内のもの  

１件につき 12万円  
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 ウ  １年を超えるもの  １件につ

き 16万円  

 (132の 3) 高 齢 者 、 障 害 者 等 の 移 動

等 の 円 滑 化 の 促 進 に 関 す る 法 律

（平成 18年法律第 91号）第 17条第

４項の規定に基づく申出に係る計

画の通知に対する審査 

  １件につき、アからエまでに掲

げる算定に基づく床面積の合計が

30平方メートル以内のものにあっ

て は １ 万 9,000円 、 30平 方 メ ー ト

ル を 超 え 100平 方 メ ー ト ル 以 内 の

ものにあっては３万 1,000円、 100

平 方 メ ー ト ル を 超 え 200平 方 メ ー

ト ル 以 内 の も の に あ っ て は ４ 万

7,000円、 200平方メートルを超え

500平 方 メ ー ト ル 以 内 の も の に あ

っ て は ６ 万 円 、 500平 方 メ ー ト ル

を 超 え 1,000平 方 メ ー ト ル 以 内 の

も の に あ っ て は ９ 万 円 、 1,000平

方 メ ー ト ル を 超 え 2,000平 方 メ ー

ト ル 以 内 の も の に あ っ て は 12万

円 、 2,000平 方 メ ー ト ル を 超 え １

万平方メートル以内のものにあっ

ては 28万円、１万平方メートルを

超え５万平方メートル以内のもの

にあっては 44万円、５万平方メー

トルを超えるものにあっては 80万
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円 

 ア  建築物を建築する場合（イに

掲げる場合及び移転する場合を

除く。）  当該建築に係る部分

の床面積 

 イ  確認を受けた建築物の計画の

変更をして建築物を建築する場

合（移転する場合を除く。）  

当該計画の変更に係る部分の床

面積の２分の１（床面積の増加

する部分にあっては、当該増加

する部分の床面積） 

 ウ  建築物を移転し、その大規模

の修繕若しくは大規模の模様替

をし、又はその用途を変更する

場 合 （ エ に 掲 げ る 場 合 を 除

く。）  当該移転、修繕、模様

替又は用途の変更に係る部分の

床面積の２分の１ 

 エ  確認を受けた建築物の計画の

変更をして建築物を移転し、そ

の大規模の修繕若しくは大規模

の模様替をし、又はその用途を

変更する場合  当該計画の変更

に係る部分の床面積の２分の１ 

 (132の 4) 長 期 優 良 住 宅 の 普 及 の 促

進に関する法律（平成 20年法律第

87号。以下「長期優良住宅普及促
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進法」という。）第５条第１項か

ら第５項までの規定に基づく長期

優良住宅建築等計画（以下「長期

優良住宅建築等計画」という。）

（新築に係るものに限る。）の認

定の申請に対する審査 

 ア  住宅の品質確保の促進等に関

す る 法 律 （ 平 成 11年 法 律 第 81

号）第６条の２第３項又は第４

項の規定により当該申請に係る

住宅の構造及び設備が長期使用

構造等である旨が記載された確

認書若しくは住宅性能評価書又

はこれらの写し（以下「確認書

等」という。）が添付されてい

ない場合 

  １件につき、認定の申請があ

った住宅（以下「認定申請建築

物」という。）の当該申請に係

る 床 面 積 の 合 計 が 200平 方 メ ー

トル以内のものにあっては５万

5,000円、 200平方 メートル を超

え 500平 方 メ ー ト ル 以 内 の も の

にあって は 12万 6,000円、 500平

方 メ ー ト ル を 超 え 1,000平 方 メ

ートル以内のものにあっては 20

万 3,000円 、 1,000平 方メ ー ト ル

を 超 え 3,000平 方 メ ー ト ル 以 内
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の も の に あ っ て は 41 万 1,000

円 、 3,000平 方 メ ー ト ル を 超 え

5,000平 方 メ ー ト ル 以 内 の も の

に あ っ て は 72万 円 、 5,000平 方

メートルを超え１万平方メート

ル 以 内 の も の に あ っ て は 122万

4,000円 、 １ 万 平 方 メ ー ト ル を

超え２万平方メートル以内のも

の に あ っ て は 226万 円 、 ２ 万 平

方メートルを超え３万平方メー

ト ル 以 内 の も の に あ っ て は 321

万 6,000円 、 ３ 万 平 方 メ ー ト ル

を 超 え る も の に あ っ て は 396万

1,000円  

 イ  確認書等が添付されている場 

合  

  １件につき、認定申請建築物

の当該申請に係る床面積の合計

が 200平 方 メ ー ト ル 以 内 の も の

にあって は１万 1,100円、 200平

方 メ ー ト ル を 超 え 500平 方 メ ー

トル以内のものにあっては１万

9,000円、 500平方 メートル を超

え 1,000平 方 メ ー ト ル 以 内 の も

の に あ っ て は ３ 万 2,000 円 、

1,000平 方 メー ト ル を超 え 3,000

平方メートル以内のものにあっ

ては ５ 万 7,000円 、 3,000平 方 メ
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ー ト ル を 超 え 5,000平 方 メ ー ト

ル 以 内 の も の に あ っ て は ８ 万

8,000円 、 5,000平 方 メー ト ル を

超え１万平方メートル以内のも

の に あ っ て は 13万 7,000円 、 １

万平方メートルを超え２万平方

メートル以内のものにあっては

22万 3,000円 、 ２ 万 平 方 メ ー ト

ルを超え３万平方メートル以内

の も の に あ っ て は 26 万 7,000

円、３万平方メートルを超える

ものにあっては31万 2,000円  

 (132の 4の 2) 長期優良住宅建築等計

画（増築又は改築に係るものに限

る。）の認定の申請に対する審査 

 ア  確認書等が添付されていない

場合 

  １件につき、認定の申請に係

る 床 面 積 の 合 計 が 200平 方 メ ー

トル以内のものにあっては７万

2,000円、 200平方 メートル を超

え 500平 方 メ ー ト ル 以 内 の も の

にあって は 16万 8,000円、 500平

方 メ ー ト ル を 超 え 1,000平 方 メ

ートル以内のものにあっては 26

万 9,000円 、 1,000平 方メ ー ト ル

を 超 え 3,000平 方 メ ー ト ル 以 内

の も の に あ っ て は 54 万 2,000
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円 、 3,000平 方 メ ー ト ル を 超 え

5,000平 方 メ ー ト ル 以 内 の も の

にあ っ て は 95万 5,000円 、 5,000

平方メートルを超え１万平方メ

ー ト ル 以 内 の も の に あ っ て は

162万 8,000円、１万平方メ ート

ルを超え２万平方メートル以内

の も の に あ っ て は 300 万 8,000

円、２万平方メートルを超え３

万平方メートル以内のものにあ

っては 428万 4,000円、３万 平方

メートルを超えるものにあって

は527万円  

 イ  確認書等が添付されている場

合 

  １件につき、認定の申請に係

る 床 面 積 の 合 計 が 200平 方 メ ー

トル以内のものにあっては１万

3,000円、 200平方 メートル を超

え 500平 方 メ ー ト ル 以 内 の も の

にあって は２万 3,000円、 500平

方 メ ー ト ル を 超 え 1,000平 方 メ

ートル以内のものにあっては４

万 円 、 1,000平 方 メ ー ト ル を 超

え 3,000平 方 メ ー ト ル 以 内 の も

の に あ っ て は ６ 万 9,000 円 、

3,000平 方 メー ト ル を超 え 5,000

平方メートル以内のものにあっ
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ては 11万 1,000円 、 5,000平 方 メ

ートルを超え１万平方メートル

以 内 の も の に あ っ て は 17 万

5,000円 、 １ 万 平 方 メ ー ト ル を

超え２万平方メートル以内のも

の に あ っ て は 28万 7,000円 、 ２

万平方メートルを超え３万平方

メートル以内のものにあっては

34万 5,000円 、 ３ 万 平 方 メ ー ト

ルを超えるものにあっては 39万

5,000円  

 (132の 5) 長 期 優 良 住 宅 普 及 促 進 法

第６条第２項（同法第８条第２項

において準用する場合を含む。）

の規定に基づく申出に係る長期優

良住宅建築等計画に対する審査 

  １件につき、認定申請建築物の

アからウまでに掲げる算定に基づ

く床面積の合計が 30平方メートル

以 内 の も の に あ っ て は １ 万 9,000

円 、 30平 方 メ ー ト ル を 超 え 100平

方メートル以内のものにあっては

３万 1,000円、 100平方メートルを

超 え 200平 方 メ ー ト ル 以 内 の も の

にあっては４万 7,000円、 200平方

メ ー ト ル を 超 え 500平 方 メ ー ト ル

以 内 の も の に あ っ て は ６ 万 円 、

500平方メートルを超え 1,000平方

（　262　）



メートル以内のものにあっては９

万 円 、 1,000平 方 メ ー ト ル を 超 え

2,000平 方 メ ー ト ル 以 内 の も の に

あ っ て は 12万 円 、 2,000平 方 メ ー

トルを超え１万平方メートル以内

のものにあっては 28万円、１万平

方メートルを超え５万平方メート

ル以内のものにあっては 44万円、

５万平方メートルを超えるものに

あっては80万円  

 ア  認定申請建築物を建築する場

合（イに掲げる場合を除く。）

 当該建築に係る部分の床面積 

 イ  建築基準法第６条第１項の確

認を受けた認定申請建築物の長

期 優 良 住 宅 建 築 等 計 画 の 変 更

（ 同 項 の 確 認 に 係 る 部 分 に 限

る。）をして認定申請建築物を

建築する場合  当該長期優良住

宅建築等計画の変更に係る部分

の床面積の２分の１（床面積の

増加する部分にあっては、当該

増加する部分の床面積） 

 ウ  認定申請建築物の大規模の修

繕又は大規模の模様替をする場

合  当該修繕又は模様替に係る

部分の床面積の２分の１ 

 (132の 6) 長 期 優 良 住 宅 普 及 促 進 法
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第８条第１項の規定に基づく長期

優良住宅建築等計画の変更（以下

この号及び次号において「第８条

第 １ 項 の 計 画 変 更 」 と い う 。 ）

（新築に係るものに限る。）の認

定の申請（同法第９条第１項の規

定に基づくものを除く。次号にお

いて同じ。）に対する審査 

 ア  第８条第１項の計画変更に係

る確認書等が添付されていない

場合 

  １件につき、認定申請建築物

の第８条第１項の計画変更に係

る部分の床面積の合計の２分の

１ が 100平 方 メ ー ト ル 以 内 の も

の に あ っ て は ４ 万 円 、 100平 方

メ ー ト ル を 超 え 200平 方 メ ー ト

ル 以 内 の も の に あ っ て は ５ 万

5,000円、 200平方 メートル を超

え 500平 方 メ ー ト ル 以 内 の も の

にあって は 12万 6,000円、 500平

方 メ ー ト ル を 超 え 1,000平 方 メ

ートル以内のものにあっては 20

万 3,000円 、 1,000平 方メ ー ト ル

を 超 え 3,000平 方 メ ー ト ル 以 内

の も の に あ っ て は 41 万 1,000

円 、 3,000平 方 メ ー ト ル を 超 え

5,000平 方 メ ー ト ル 以 内 の も の
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に あ っ て は 72万 円 、 5,000平 方

メートルを超え１万平方メート

ル 以 内 の も の に あ っ て は 122万

4,000円 、 １ 万 平 方 メ ー ト ル を

超え２万平方メートル以内のも

の に あ っ て は 226万 円 、 ２ 万 平

方メートルを超え３万平方メー

ト ル 以 内 の も の に あ っ て は 321

万 6,000円 、 ３ 万 平 方 メ ー ト ル

を 超 え る も の に あ っ て は 396万

1,000円  

 イ  第８条第１項の計画変更に係

る確認書等が添付されている場

合 

  １件につき、認定申請建築物

の第８条第１項の計画変更に係

る部分の床面積の合計の２分の

１ が 100平 方 メ ー ト ル 以 内 の も

のにあっ ては 5,300円、 100平方

メ ー ト ル を 超 え 200平 方 メ ー ト

ル 以 内 の も の に あ っ て は 9,100

円、 200平方メートルを超え 500

平方メートル以内のものにあっ

ては１万 7,000円、 500平方 メー

ト ル を 超 え 1,000平 方 メ ー ト ル

以内のものにあっては３万円、

1,000平 方 メー ト ル を超 え 3,000

平方メートル以内のものにあっ
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ては ５ 万 5,000円 、 3,000平 方 メ

ー ト ル を 超 え 5,000平 方 メ ー ト

ル 以 内 の も の に あ っ て は ８ 万

6,000円 、 5,000平 方 メー ト ル を

超え１万平方メートル以内のも

の に あ っ て は 13万 5,000円 、 １

万平方メートルを超え２万平方

メートル以内のものにあっては

22万 1,000円 、 ２ 万 平 方 メ ー ト

ルを超え３万平方メートル以内

の も の に あ っ て は 26 万 5,000

円、３万平方メートルを超える

ものにあっては31万円  

 (132の 6の 2) 第８条第１項の計画変

更（増築又は改築に係るものに限

る。）の認定の申請に対する審査 

 ア  第８条第１項の計画変更に係

る確認書等が添付されていない

場合 

  １件につき、認定申請建築物

の第８条第１項の計画変更に係

る部分の床面積の合計の２分の

１ が 100平 方 メ ー ト ル 以 内 の も

のにあっ ては５万 2,000円、 100

平 方 メ ー ト ル を 超 え 200平 方 メ

ートル以内のものにあっては７

万 2,000円 、 200平 方メート ルを

超 え 500平 方 メ ー ト ル 以 内 の も
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のにあっ ては 16万 8,000円、 500

平 方 メ ー ト ル を 超 え 1,000平 方

メートル以内のものにあっては

26万 9,000円、 1,000平方 メ ー ト

ル を 超 え 3,000平 方 メ ー ト ル 以

内 の も の に あ っ て は 54万 2,000

円 、 3,000平 方 メ ー ト ル を 超 え

5,000平 方 メ ー ト ル 以 内 の も の

にあ っ て は 95万 5,000円 、 5,000

平方メートルを超え１万平方メ

ー ト ル 以 内 の も の に あ っ て は

162万 8,000円、１万平方メ ート

ルを超え２万平方メートル以内

の も の に あ っ て は 300 万 8,000

円、２万平方メートルを超え３

万平方メートル以内のものにあ

っては 428万 4,000円、３万 平方

メートルを超えるものにあって

は527万円  

 イ  第８条第１項の計画変更に係

る確認書等が添付されている場

合 

  １件につき、認定申請建築物

の第８条第１項の計画変更に係

る部分の床面積の合計の２分の

１ が 100平 方 メ ー ト ル 以 内 の も

のにあっ ては 6,000円、 100平方

メ ー ト ル を 超 え 200平 方 メ ー ト
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ル 以 内 の も の に あ っ て は １ 万

1,000円、 200平方 メートル を超

え 500平 方 メ ー ト ル 以 内 の も の

にあって は２万 1,000円、 500平

方 メ ー ト ル を 超 え 1,000平 方 メ

ートル以内のものにあっては３

万 8,000円 、 1,000平 方メ ー ト ル

を 超 え 3,000平 方 メ ー ト ル 以 内

の も の に あ っ て は ６ 万 7,000

円 、 3,000平 方 メ ー ト ル を 超 え

5,000平 方 メ ー ト ル 以 内 の も の

にあ っ て は 10万 9,000円 、 5,000

平方メートルを超え１万平方メ

ートル以内のものにあっては 17

万 3,000円 、 １ 万 平 方 メ ー ト ル

を超え２万平方メートル以内の

も の に あ っ て は 28万 5,000円 、

２万平方メートルを超え３万平

方メートル以内のものにあって

は 34万 3,000円 、 ３ 万 平 方 メ ー

トルを超えるものにあっては 39

万 3,000円  

 (132の 7) 長 期 優 良 住 宅 普 及 促 進 法

第９条第１項の規定に基づく譲受

人を決定したとき又は同条第３項

の規定に基づく管理者等が選任さ

れたときの長期優良住宅建築等計

画の変更の認定の申請に対する審
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査 １件につき 9,100円  

 (132の 7の 2) 長期優良住宅普及促進

法第 10条の規定に基づく地位の承

継の承認の申請に対する審査  １

件につき 5,300円  

 (132の 8) 高 齢 者 の 居 住 の 安 定 確 保

に関する法律（平成 13年法律第 26

号）第５条第１項の規定に基づく

登録の申請に対する審査 

  １件につき、アに掲げる額。た

だし、イに掲げる場合に該当する

ときにあってはイに定める額を、

ウに掲げる場合に該当するときに

あってはウに定める額を、エに掲

げる場合に該当するときにあって

はエに定める額を、オに掲げる場

合に該当するときにあってはオに

定める額を、アに掲げる額にそれ

ぞれ加算した額とする。 

 ア  次の（ア）から（ク）までに

掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ

（ア）から（ク）までに定める

額 

 (ア ) 申請に係るサービス付き

高齢者向け住宅の戸数が 10戸

以 下 で あ る 場 合  ２ 万 5,000

円  

 (イ ) 申請に係るサービス付き
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高齢者向け住宅の戸数が 11戸

以上 20戸以下である場合  ３

万円 

 (ウ ) 申請に係るサービス付き

高齢者向け住宅の戸数が 21戸

以上 30戸以下である場合  ３

万4,000円  

 (エ ) 申請に係るサービス付き

高齢者向け住宅の戸数が 31戸

以上 40戸以下である場合  ３

万8,000円  

 (オ ) 申請に係るサービス付き

高齢者向け住宅の戸数が 41戸

以上 50戸以下である場合  ４

万2,000円  

 (カ ) 申請に係るサービス付き

高齢者向け住宅の戸数が 51戸

以上 70戸以下である場合  ５

万円 

 (キ ) 申請に係るサービス付き

高齢者向け住宅の戸数が 71戸

以 上 10 0戸 以 下 で あ る 場 合  

６万3,000円  

 (ク ) 申請に係るサービス付き

高 齢 者 向 け 住 宅 の 戸 数 が 101

戸 以 上 で あ る 場 合  ７ 万

5,000円  

 イ  国土交通省・厚生労働省関係
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高齢者の居住の安定確保に関す

る法律施行規則（平成 23年／厚

生労働省／国土交通省／令第２

号）第８条括弧書に規定する場

合に該当するかについての審査

を行う場合 １万円 

 ウ  国土交通省・厚生労働省関係

高齢者の居住の安定確保に関す

る法律施行規則第９条ただし書

に規定する場合に該当するかに

ついての審査を行う場合  １万

円。ただし、イに定める手数料

を徴収する場合においては、ウ

に定める手数料は、徴収しない

ものとする。 

 エ  高齢者の居住の安定確保に関

する法律第７条第１項第６号ニ

若しくはホ、第７号又は第８号

に掲げる基準に係る審査を行う

場合 7,000円  

 オ  高齢者の居住の安定確保に関

する法律第７条第１項第６号ヘ

に掲げる基準に係る審査を行う

場合であって、かつ、入居契約

の形態が賃貸借契約でない場合

 5,000円  

 (132の 9) 高齢者の居住の安定確保

に 関 す る 法 律 第 ５ 条 第 ２ 項 の 規
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定 に 基 づ く 登 録 の 更 新 の 申 請 に

対する審査 

  １件につき、アに掲げる額。た

だし、イに掲げる場合に該当する

ときにあってはイに定める額を、

ウに掲げる場合に該当するときに

あってはウに定める額を、エに掲

げる場合に該当するときにあって

はエに定める額を、オに掲げる場

合に該当するときにあってはオに

定める額を、アに掲げる額にそれ

ぞれ加算した額とする。 

 ア  次の（ア）から（ク）までに

掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ

（ア）から（ク）までに定める

額 

 (ア ) 申請に係るサービス付き

高齢者向け住宅の戸数が 10戸

以下である場合 9,000円  

 (イ ) 申請に係るサービス付き

高齢者向け住宅の戸数が 11戸

以上 20戸以下である場合  １

万円 

 (ウ ) 申請に係るサービス付き

高齢者向け住宅の戸数が 21戸

以上 30戸以下である場合  １

万2,000円  

 (エ ) 申請に係るサービス付き
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高齢者向け住宅の戸数が 31戸

以上 40戸以下である場合  １

万3,000円  

 (オ ) 申請に係るサービス付き

高齢者向け住宅の戸数が 41戸

以上 50戸以下である場合  １

万4,000円  

 (カ ) 申請に係るサービス付き

高齢者向け住宅の戸数が 51戸

以上 70戸以下である場合  １

万7,000円  

 (キ ) 申請に係るサービス付き

高齢者向け住宅の戸数が 71戸

以 上 10 0戸 以 下 で あ る 場 合  

２万1,000円  

 (ク ) 申請に係るサービス付き

高 齢 者 向 け 住 宅 の 戸 数 が 101

戸 以 上 で あ る 場 合  ２ 万

5,000円  

 イ  申請に係るサービス付き高齢

者向け住宅に関して、国土交通

省・厚生労働省関係高齢者の居

住の安定確保に関する法律施行

規 則 第 ８ 条 括 弧 書 の 規 定 に よ

り、各居住部分の床面積につい

て 25平方メートル未満のものが

認められている場合 4,000円  

 ウ  申請に係るサービス付き高齢
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者向け住宅に関して、国土交通

省・厚生労働省関係高齢者の居

住の安定確保に関する法律施行

規則第９条ただし書の規定によ

り、各居住部分が台所、収納設

備又は浴室を備えたものである

ことを要しないものとして認め

ら れ て い る 場 合  4,000円 。 た

だし、イに定める手数料を徴収

する場合においては、ウに定め

る手数料は、徴収しないものと

する。 

 エ  入居契約の内容が家賃等の前

払金を受領するものとなってい

る場合 3,000円  

 オ  入居契約の形態が賃貸借契約

でない場合 2,000円  

 (132の 10) 高齢者の居住の安定確保

に関する法律第９条第１項の規定

に基づく届出を受けた場合（同法

第６条第１項第７号から第 12号ま

で及び第 14号に掲げる事項、同項

第 15号 に 掲 げ る 事 項 （ 国 土 交 通

省・厚生労働省関係高齢者の居住

の安定確保に関する法律施行規則

第６条第３号に掲げる事項及び同

条第５号に掲げる事項のうち高齢

者生活支援サービスの提供を委託
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により他の事業者に行わせる場合

における当該委託契約に係る事項

に限る。）並びに同法第６条第２

項に規定する添付書類の記載事項

（同法第７条第１項第６号ニ、ホ

及びヘ、第７号並びに第８号に掲

げる基準に係るものに限る。）の

変更について届出を受けた場合に

限る。）に行う同法第９条第３項

の規定に基づく変更の登録に係る

審査 

  １件につき、アに掲げる額。た

だし、イに掲げる場合に該当する

ときにあってはイに定める額を、

ウに掲げる場合に該当するときに

あってはウに定める額を、エに掲

げる場合に該当するときにあって

はエに定める額を、オに掲げる場

合に該当するときにあってはオに

定める額を、アに掲げる額にそれ

ぞれ加算した額とする。 

 ア  次の（ア）から（ク）までに

掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ

（ア）から（ク）までに定める

額 

 (ア ) 登録に係るサービス付き

高齢者向け住宅の戸数（高齢

者の居住の安定確保に関する
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法律第６条第１項第６号に掲

げる事項に変更があったとし

て届出がなされた場合にあっ

ては、変更後のサービス付き

高齢者向け住宅の戸数。以下

この号において同じ。）が 10

戸 以 下 で あ る 場 合  １ 万

3,000円  

 (イ ) 登録に係るサービス付き

高齢者向け住宅の戸数が 11戸

以上 20戸以下である場合  １

万5,000円  

 (ウ ) 登録に係るサービス付き

高齢者向け住宅の戸数が 21戸

以上 30戸以下である場合  １

万7,000円  

 (エ ) 登録に係るサービス付き

高齢者向け住宅の戸数が 31戸

以上 40戸以下である場合  １

万9,000円  

 (オ ) 登録に係るサービス付き

高齢者向け住宅の戸数が 41戸

以上 50戸以下である場合  ２

万1,000円  

 (カ ) 登録に係るサービス付き

高齢者向け住宅の戸数が 51戸

以上 70戸以下である場合  ２

万5,000円  
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 (キ ) 登録に係るサービス付き

高齢者向け住宅の戸数が 71戸

以 上 10 0戸 以 下 で あ る 場 合  

３万2,000円  

 (ク ) 登録に係るサービス付き

高 齢 者 向 け 住 宅 の 戸 数 が 101

戸 以 上 で あ る 場 合  ３ 万

8,000円  

 イ  国土交通省・厚生労働省関係

高齢者の居住の安定確保に関す

る法律施行規則第８条括弧書に

規定する場合に該当するかにつ

い て の 審 査 を 行 う 場 合  5,000

円  

 ウ  国土交通省・厚生労働省関係

高齢者の居住の安定確保に関す

る法律施行規則第９条ただし書

に規定する場合に該当するかに

つ い て の 審 査 を 行 う 場 合 

5,000円 。 た だ し 、 イ に 定 め る

手数料を徴収する場合において

は、ウに定める手数料は、徴収

しないものとする。 

 エ  高齢者の居住の安定確保に関

する法律第７条第１項第６号ニ

若しくはホ、第７号又は第８号

に掲げる基準に係る審査を行う

場合 4,000円  
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 オ  高齢者の居住の安定確保に関

する法律第７条第１項第６号ヘ

に掲げる基準に係る審査を行う

場合であって、かつ、変更後の

入居契約の形能が賃貸借契約で

ない場合 3,000円  

 (132の 11) 低炭素化促進法第53条第

１項の規定に基づく低炭素建築物

新築等計画（一戸建ての住宅又は

共同住宅、長屋その他の一戸建て

の住宅以外の住宅の新築等（低炭

素化促進法第 53条に規定する低炭

素化のための建築物の新築等をい

う 。 以 下 第 132号 の 14ま で に お い

て同じ。）に係るものに限る。）

の認定の申請に対する審査 

 ア  申請に係る低炭素建築物新築

等計画が低炭素化促進法第 54条

第１項各号に掲げる基準に適合

することを証する書面が添付さ

れていない場合 

  １件につき、一戸建ての住宅

の新築等に係る部分の床面積の

合 計 が 200平 方 メ ー ト ル 未 満 の

も の に あ っ て は ３ 万 9,000円 、

200平 方 メ ー ト ル 以 上 の も の に

あ っ て は ４ 万 4,000円 、 共 同 住

宅、長屋その他の一戸建ての住
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宅以外の住宅の新築等に係る部

分の床面積（基準省令第４条第

３項の設計一次エネルギー消費

量を同項第２号の数値とする場

合にあっては、当該住宅の共用

部分（同項第１号の共用部分を

い う 。 以 下 こ の 号 か ら 第 132号

の 18までにおいて同じ。）の床

面積を除く。以下この号におい

て 同 じ 。 ） の 合 計 が 300平 方 メ

ートル未満のものにあっては７

万 6,000円 、 300平 方メート ル以

上 2,000平 方 メ ー ト ル 未 満 の も

の に あ っ て は 12 万 8,000 円 、

2,000平 方 メー ト ル 以上 5,000平

方メートル未満のものにあって

は 22万 5,000円 、 5,000平 方 メ ー

トル以上１万平方メートル未満

の も の に あ っ て は 31 万 2,000

円、１万平方メートル以上２万

5,000平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

に あ っ て は 60万 6,000円 、 ２ 万

5,000平 方 メ ー ト ル 以 上 ５ 万 平

方メートル未満のものにあって

は 104万 7,000円、 ５万平方 メー

ト ル 以 上 の も の に あ っ て は 192

万 5,000円  

 イ  申請に係る低炭素建築物新築
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等計画が低炭素化促進法第 54条

第１項各号に掲げる基準に適合

することを証する書面が添付さ

れている場合 

  １件につき、一戸建ての住宅

の新築等に係る部分の床面積の

合 計 が 200平 方 メ ー ト ル 未 満 の

ものにあ っては 6,900円、 200平

方メートル以上のものにあって

は 7,400円 、 共 同 住 宅 、 長 屋 そ

の他の一戸建ての住宅以外の住

宅の新築等に係る部分の床面積

の 合 計 が 300平 方 メ ー ト ル 未 満

の も の に あ っ て は １ 万 2,000

円、 300平方メー トル以上 2,000

平方メートル未満のものにあっ

ては ２ 万 8,000円 、 2,000平 方 メ

ー ト ル 以 上 5,000平 方 メ ー ト ル

未 満 の も の に あ っ て は ６ 万

6,000円 、 5,000平 方 メー ト ル 以

上１万平方メートル未満のもの

に あ っ て は 10万 3,000円 、 １ 万

平 方 メ ー ト ル 以 上 ２ 万 5,000平

方メートル未満のものにあって

は 16万 5,000円 、 ２ 万 5,000平 方

メートル以上５万平方メートル

未 満 の も の に あ っ て は 23 万

4,000円 ,５万平方メートル以上
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のものにあっては36万 8,000円  

 (132の 12) 低炭素化促進法第53条第

１項の規定に基づく低炭素建築物

新築等計画（一戸建ての住宅及び

共同住宅、長屋その他の一戸建て

の 住 宅 以 外 の 住 宅 以 外 の 建 築 物

（ 以 下 第 132号 の 14ま で に お い て

「非住宅建築物」という。）に係

るものに限る。）の認定の申請に

対する審査 

 ア  申請に係る低炭素建築物新築

等計画が低炭素化促進法第 54条

第１項各号に掲げる基準に適合

することを証する書面が添付さ

れていない場合 

 (ア ) 誘導基準（非住宅建築物

に係る判断の基準に関する部

分 に 限 る 。 ） に よ る 場 合

（ （ イ ） に 掲 げ る 場 合 を 除

く。） 

  １件につき、非住宅建築物

の新築等に係る部分の床面積

の 合 計 が 300平 方 メ ー ト ル 未

満のものにあっては 24万円、

300平方 メー ト ル 以上 1,000平

方メートル未満のものにあっ

て は 30万 2,000円 、 1,000平 方

メ ー ト ル 以 上 2,000平 方 メ ー
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トル未満のものにあっては 39

万 円 、 2,000平 方 メ ー ト ル 以

上 5,000平 方 メ ー ト ル 未 満 の

も の に あ っ て は 56 万 5,000

円 、 5,000平 方 メ ー ト ル 以 上

１万平方メートル未満のもの

に あ っ て は 69万 1,000円 、 １

万 平 方 メ ー ト ル 以 上 ２ 万

5,000平 方 メ ー ト ル 未 満 の も

の に あ っ て は 82万 5,000円 、

２ 万 5,000平 方 メ ー ト ル 以 上

５万平方メートル未満のもの

にあって は 93万 7,000円 ,５万

平方メートル以上のものにあ

っては118万 9,000円  

 (イ ) 基準省令第１条第１項第

１号ロに規定する一次エネル

ギー消費量モデル建築物及び

基 準 省 令 第 10条 第 １ 号 イ (2)

に規定する年間熱負荷モデル

建築物を用いて計算する場合 

  １件につき、非住宅建築物

の新築等に係る部分の床面積

の 合 計 が 300平 方 メ ー ト ル 未

満 の も の に あ っ て は ９ 万

5,000円 、 300平方 メー ト ル 以

上 1,000平 方 メ ー ト ル 未 満 の

も の に あ っ て は 12 万 2,000
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円 、 1,000平 方 メ ー ト ル 以 上

2,000平 方 メ ー ト ル 未 満 の も

の に あ っ て は 16万 円 、 2,000

平 方 メ ー ト ル 以 上 5,000平 方

メートル未満のものにあって

は 26万 6,000円 、 5,000平 方 メ

ートル以上１万平方メートル

未 満 の も の に あ っ て は 34 万

1,000円 、 １ 万 平 方 メ ー ト ル

以 上 ２ 万 5,000平 方 メ ー ト ル

未 満 の も の に あ っ て は 41 万  

7,000円 、 ２ 万 5,000平 方 メ ー

トル以上５万平方メートル未

満 の も の に あ っ て は 48 万

4,000円 ,５万平方 メートル 以

上 の も の に あ っ て は 64 万

6,000円  

 イ  申請に係る低炭素建築物新築

等計画が低炭素化促進法第 54条

第１項各号に掲げる基準に適合

することを証する書面が添付さ

れている場合 

  １件につき非住宅建築物の新

築等に係る部分の床面積の合計

が 300平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

にあって は１万 2,000円、 300平

方 メ ー ト ル 以 上 1,000平 方 メ ー

トル未満のものにあっては２万
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2,000円 、 1,000平 方 メー ト ル 以

上 2,000平 方 メ ー ト ル 未 満 の も

の に あ っ て は ３ 万 5,000 円 、

2,000平 方 メー ト ル 以上 5,000平

方メートル未満のものにあって

は 10万 3,000円 、 5,000平 方 メ ー

トル以上１万平方メートル未満

の も の に あ っ て は 15 万 1,000

円、１万平方メートル以上２万

5,000平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

に あ っ て は 19万 8,000円 、 ２ 万

5,000平 方 メ ー ト ル 以 上 ５ 万 平

方メートル未満のものにあって

は 23万 9,000円 ,５万平方メート

ル 以 上 の も の に あ っ て は 35万

2,000円  

 (132の 12の 2) 低 炭 素 化 促 進 法 第 53

条第１項の規定に基づく低炭素建

築物新築等計画（住宅の用途及び

住宅以外の用途に供する建築物の

新築等に係るものに限る。）の認

定の申請に対する審査 

  １件につき、建築物の住宅の用

途 の 新 築 等 に 係 る 部 分 の 床 面 積

（基準省令第４条第３項の設計一

次エネルギー消費量を同項第２号

の数値とする場合にあっては、当

該建築物の住宅の用途の共用部分
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の 床 面 積 を 除 く 。 ） に 応 じ た 第

132号 の 11の 額 に 住 宅 以 外 の 用 途

の新築等に係る部分の床面積に応

じた前号の額を加算した額 

 (132の 13) 低炭素化促進法第54条第

２項（同法第 55条第２項において

準用する場合を含む。）の規定に

基づく申出に係る低炭素建築物新

築等計画に対する審査 

  １件につき、申出があった建築

物 （ 一 戸 建 て の 住 宅 及 び 共 同 住

宅、長屋その他の一戸建ての住宅

以外の住宅並びにこれらのもの以

外の建築物の全てを含む。以下こ

の 号 に お い て 「 申 出 低 炭 素 建 築

物」という。）のアからウまでに

掲げる算定に基づく床面積の合計

が 30平方メートル以内のものにあ

っ て は １ 万 9,000円 、 30平 方 メ ー

ト ル を 超 え 100平 方 メ ー ト ル 以 内

の も の に あ っ て は ３ 万 1,000円 、

100平方メートルを超え 200平方メ

ートル以内のものにあっては４万

7,000円、 200平方メートルを超え

500平 方 メ ー ト ル 以 内 の も の に あ

っ て は ６ 万 円 、 500平 方 メ ー ト ル

を 超 え 1,000平 方 メ ー ト ル 以 内 の

も の に あ っ て は ９ 万 円 、 1,000平
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方 メ ー ト ル を 超 え 2,000平 方 メ ー

ト ル 以 内 の も の に あ っ て は 12万

円 、 2,000平 方 メ ー ト ル を 超 え １

万平方メートル以内のものにあっ

ては 28万円、１万平方メートルを

超え５万平方メートル以内のもの

にあっては 44万円、５万平方メー

トルを超えるものにあっては 80万

円  

 ア  申出低炭素建築物について新

築等する場合（イに掲げる場合

を除く。）  当該新築等に係る

部分の床面積 

 イ  建築基準法第６条第１項の確

認を受けた申出低炭素建築物の

低炭素建築物新築等計画の変更

（ 同 項 の 確 認 に 係 る 部 分 に 限

る。）をして申出低炭素建築物

について新築等をする場合  当

該低炭素建築物新築等計画の変

更に係る部分の床面積の２分の

１（床面積の増加する部分にあ

っては、当該増加する部分の床

面積） 

 ウ  申出低炭素建築物の大規模の

修繕又は大規模の模様替をする

場合  当該修繕又は模様替に係

る部分の床面積の２分の１ 
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 (132の 14) 低炭素化促進法第55条第

１項の規定に基づく低炭素建築物

新築等計画の変更の認定の申請に

対する審査 

  １ 件 に つ き 、 第 132号 の 11か ら

第 132号 の 12の ２ ま で の 規 定 を 準

用して得られる額。この場合にお

いて、これらの規定中「新築等に

係る部分の床面積」とあるのは、

「低炭素化促進法第 55条第１項の

規定に基づく変更に係る部分の床

面積（誘導基準に適合するかどう

かの判断のための計算の方法を変

更する場合にあっては、当該変更

する部分の床面積を含む。）」と

読み替えるものとする。 

 (132の 14の 2) 都 市 の 低 炭 素 化 の 促

進に関する法律施行規則（平成 24

年国土交通省令第 86号）第 46条の

２の規定に基づく軽微な変更に該

当していることを証する書面の交

付 

  １ 件 に つ き 、 第 132号 の 11か ら

第 132号 の 12の ２ ま で の 規 定 を 準

用して得られる額。この場合にお

いて、これらの規定中「新築等に

係る部分の床面積」とあるのは、

「軽微な変更に係る部分の床面積

（　287　）



（誘導基準に適合するかどうかの

判断のための計算の方法を変更す

る場合にあっては、当該変更する

部分の床面積を含む。）」と読み

替えるものとする。 

 (132の 14の 3) 建 築 物 省 エ ネ ル ギ ー

法第 12条第１項又は第 13条第２項

の規定に基づく建築物エネルギー

消費性能確保計画（以下この号及

び次号において「確保計画」とい

う。）の建築物エネルギー消費性

能適合性判定（以下この号及び次

号 に お い て 「 適 合 性 判 定 」 と い

う。）に対する審査 

 ア  イに掲げる場合以外の場合 

 (ア ) 基準省令第１条第１項第

１号イに規定する基準による

場合 

 a bに掲げる場合以外の場合 

  １件に つき、非 住宅部分

の 床 面 積 の 合 計 が 300平 方

メートル 未満のも のにあっ

て は 23万 8,000円 、 300平 方

メ ー ト ル 以 上 1,000平 方 メ

ートル未 満のもの にあって

は 30万 円 、 1,000平 方 メ ー

ト ル 以 上 2,000平 方 メ ー ト

ル未満の ものにあ っては 38
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万 8,000円 、 2,000平 方 メ ー

ト ル 以 上 5,000平 方 メ ー ト

ル未満の ものにあ っては 56

万 3,000円 、 5,000平 方 メ ー

トル以上 １万平方 メートル

未満のも のにあっ ては 68万

9,000円 、 １ 万 平 方 メ ー ト

ル 以 上 ２ 万 5,000平 方 メ ー

トル未満 のものに あっては

82万 3,000円 、 ２ 万 5,000平

方メート ル以上５ 万平方メ

ートル未 満のもの にあって

は 93万 5,000円 、 ５ 万 平 方

メートル 以上のも のにあっ

ては118万 7,000円  

 b  工 場 、 倉 庫 、 そ の 他 こ れ

らに類す る用途に 供する建

築物（以 下この号 において

「工場等 」という 。）の場

合 

  １件に つき、非 住宅部分

の 床 面 積 の 合 計 が 300平 方

メートル 未満のも のにあっ

て は ２ 万 6,000円 、 300平 方

メ ー ト ル 以 上 1,000平 方 メ

ートル未 満のもの にあって

は ３ 万 7,000円 、 1,000平 方

メ ー ト ル 以 上 2,000平 方 メ
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ートル未 満のもの にあって

は ５ 万 1,000円 、 2,000平 方

メ ー ト ル 以 上 5,000平 方 メ

ートル未 満のもの にあって

は 12万 5,000円 、 5,000平 方

メートル 以上１万 平方メー

トル未満 のものに あっては

17万 5,000円 、 １ 万 平 方 メ

ー ト ル 以 上 ２ 万 5,000平 方

メートル 未満のも のにあっ

て は 22 万 4,000 円 、 ２ 万

5,000平 方 メ ー ト ル 以 上 ５

万平方メ ートル未 満のもの

にあって は 27万円 、５万平

方メート ル以上の ものにあ

っては39万円  

 (イ ) 基準省令第１条第１項第

１号ロに規定する基準による

場合 

 a bに掲げる場合以外の場合 

  １件に つき、非 住宅部分

の 床 面 積 の 合 計 が 300平 方

メートル 未満のも のにあっ

て は ９ 万 3,000円 、 300平 方

メ ー ト ル 以 上 1,000平 方 メ

ートル未 満のもの にあって

は 11万 9,000円 、 1,000平 方

メ ー ト ル 以 上 2,000平 方 メ
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ートル未 満のもの にあって

は 15万 8,000円 、 2,000平 方

メ ー ト ル 以 上 5,000平 方 メ

ートル未 満のもの にあって

は 26万 4,000円 、 5,000平 方

メートル 以上１万 平方メー

トル未満 のものに あっては

33万 9,000円 、 １ 万 平 方 メ

ー ト ル 以 上 ２ 万 5,000平 方

メートル 未満のも のにあっ

て は 41 万 5,000 円 、 ２ 万

5,000平 方 メ ー ト ル 以 上 ５

万平方メ ートル未 満のもの

に あ っ て は 48万 2,000円 、

５万平方 メートル 以上のも

のにあっては64万 4,000円  

 b 工場等の場合 

  １件に つき、非 住宅部分

の 床 面 積 の 合 計 が 300平 方

メートル 未満のも のにあっ

て は ２ 万 2,000円 、 300平 方

メ ー ト ル 以 上 1,000平 方 メ

ートル未 満のもの にあって

は ３ 万 2,000円 、 1,000平 方

メ ー ト ル 以 上 2,000平 方 メ

ートル未 満のもの にあって

は ４ 万 6,000円 、 2,000平 方

メ ー ト ル 以 上 5,000平 方 メ
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ートル未 満のもの にあって

は 11万 8,000円 、 5,000平 方

メートル 以上１万 平方メー

トル未満 のものに あっては

16万 8,000円 、 １ 万 平 方 メ

ー ト ル 以 上 ２ 万 5,000平 方

メートル 未満のも のにあっ

て は 21 万 6,000 円 、 ２ 万

5,000平 方 メ ー ト ル 以 上 ５

万平方メ ートル未 満のもの

にあって は 26万円 、５万平

方メート ル以上の ものにあ

っては37万 9,000円  

 (ウ ) 基準省令第１条第１項第

１号ただし書に規定する方法

による場合 

 a  基 準 省 令 第 １ 条 第 １ 項 第

１号イに 規定する 基準によ

る場合 

  非住宅 部分の床 面積（当

該建築物 について 一次エネ

ルギー消 費量に係 る計算を

要しない 既存部分 があると

きは、当 該既存部 分の床面

積を除く。 b及び cにおいて

同 じ 。 ） の 合 計 に 応 じ た

（ア）の額 

 b  基 準 省 令 第 １ 条 第 １ 項 第
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１号ロに 規定する 基準によ

る場合 

  非住宅 部分の床 面積の合

計に応じた（イ）の額 

 c  a及 び bに 掲 げ る 場 合 以 外

の場合 

  非住宅 部分の床 面積の合

計に応じた（ア）の額 

 イ  建築物省エネルギー法第 34条

第３項に規定する他の建築物に

係る審査を行う場合（確保計画

に係る評価方法と建築物省エネ

ルギー法第 34条第１項の規定に

基づく建築物エネルギー消費性

能向上計画の評価方法が同一で

ある場合に限る。） 

  １件につき、非住宅部分の床

面 積 の 合 計 が 300平 方 メ ー ト ル

未 満 の も の に あ っ て は １ 万

2,000円、 300平方 メートル 以上

1,000平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

にあ っ て は２ 万 2,000円 、 1,000

平 方 メ ー ト ル 以 上 2,000平 方 メ

ートル未満のものにあっては３

万 5,000円 、 2,000平 方メ ー ト ル

以 上 5,000平 方 メ ー ト ル 未 満 の

も の に あ っ て は 10万 3,000円 、

5,000平 方 メ ー ト ル 以 上 １ 万 平
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方メートル未満のものにあって

は 15万 1,000円 、 １ 万 平 方 メ ー

ト ル 以 上 ２ 万 5,000平 方 メ ー ト

ル 未 満 の も の に あ っ て は 19万

8,000円 、 ２万 5,000平方 メ ー ト

ル以上５万平方メートル未満の

も の に あ っ て は 23万 9,000円 、

５万平方メートル以上のものに

あっては35万 2,000円  

 (132の 14の 4) 建 築 物 省 エ ネ ル ギ ー

法第 12条第２項又は第 13条第３項

の規定に基づく確保計画の変更の

適合性判定に対する審査 

  １件につき、前号の規定を準用

して得られる額。この場合におい

て 、 同 号 中 「 非 住 宅 部 分 の 床 面

積」とあるのは、「建築物省エネ

ルギー法第 12条第２項又は第 13条

第３項の規定に基づく変更に係る

部分の床面積（基準省令第１条第

１項第１号に規定する基準（国土

交通大臣がエネルギー消費性能を

適切に評価できる方法と認める方

法を含む。）の適用を変更する場

合にあっては、当該変更する部分

の床面積を含む。）」と読み替え

るものとする。 

 (132の 15) 建築物省エネルギー法第
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34条第１項の規定に基づく建築物

エネルギー消費性能向上計画（以

下この号及び次号において「性能

向上計画」という。）の認定の申

請に対する審査 

 ア  申請に係る建築物が非住宅部

分のみからなる建築物の場合 

 (ア ) 申請に係る性能向上計画

が建築物省エネルギー法第 35

条第１項第１号に規定する基

準に適合することを証する書

面が添付されていない場合 

 a  基 準 省 令 第 10条 第 １ 号 に

規 定 す る 基 準 に よ る 場 合

（ b に 掲 げ る 場 合 を 除

く。） 

  １件（ 建築物省 エネルギ

ー法第 34条第３項 の規定に

より、同 条第１項 の規定に

よる認定 の申請に 係る建築

物以外の 建築物に 関する事

項を性能 向上計画 に記載す

る場合は 、１の建 築物ごと

に１件と する。以 下この号

において 同じ。） につき、

認定の申 請に係る 部分の床

面 積 の 合 計 が 300平 方 メ ー

トル未満 のものに あっては
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23万 8,000円 、 300平 方 メ ー

ト ル 以 上 1,000平 方 メ ー ト

ル未満の ものにあ っては 30

万 円 、 1,000平 方 メ ー ト ル

以 上 2,000平 方 メ ー ト ル 未

満 の も の に あ っ て は 38 万

8,000円 、 2,000平 方 メ ー ト

ル 以 上 5,000平 方 メ ー ト ル

未満のも のにあっ ては 56万

3,000円 、 5,000平 方 メ ー ト

ル以上１ 万平方メ ートル未

満 の も の に あ っ て は 68 万

9,000円 、 １ 万 平 方 メ ー ト

ル 以 上 ２ 万 5,000平 方 メ ー

トル未満 のものに あっては

82万 3,000円 、 ２ 万 5,000平

方メート ル以上５ 万平方メ

ートル未 満のもの にあって

は 93万 5,000円 、 ５ 万 平 方

メートル 以上のも のにあっ

ては118万 7,000円  

 b  基 準 省 令 第 10条 第 １ 号 イ

(2)及び 同号 ロ (2)に 規 定 す

る基準による場合 

  １件に つき、認 定の申請

に係る部 分の床面 積の合計

が 300平 方 メ ー ト ル 未 満 の

も の に あ っ て は ９ 万 3,000
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円 、 300平 方 メ ー ト ル 以 上

1,000平 方 メ ー ト ル 未 満 の

も の に あ っ て は 11万 9,000

円 、 1,000平 方 メ ー ト ル 以

上 2,000平 方 メ ー ト ル 未 満

の も の に あ っ て は 15 万

8,000円 、 2,000平 方 メ ー ト

ル 以 上 5,000平 方 メ ー ト ル

未満のも のにあっ ては 26万

4,000円 、 5,000平 方 メ ー ト

ル以上１ 万平方メ ートル未

満 の も の に あ っ て は 33 万

9,000円 、 １ 万 平 方 メ ー ト

ル 以 上 ２ 万 5,000平 方 メ ー

トル未満 のものに あっては

41万 5,000円 、 ２ 万 5,000平

方メート ル以上５ 万平方メ

ートル未 満のもの にあって

は 48万 2,000円 、 ５ 万 平 方

メートル 以上のも のにあっ

ては64万 4,000円  

 (イ ) 申請に係る性能向上計画

が建築物省エネルギー法第 35

条第１項第１号に規定する基

準に適合することを証する書

面が添付されている場合 

  １件につき、認定の申請に

係 る 部 分 の 床 面 積 の 合 計 が
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300平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

にあ っ て は１ 万 2,000円 、 300

平 方 メ ー ト ル 以 上 1,000平 方

メートル未満のものにあって

は ２ 万 2,000円 、 1,000平 方 メ

ー ト ル 以 上 2,000平 方 メ ー ト

ル未満のものにあっては３万

5,000円 、 2,000平 方 メ ー ト ル

以 上 5,000平 方 メ ー ト ル 未 満

の も の に あ っ て は 10万 3,000

円 、 5,000平 方 メ ー ト ル 以 上

１万平方メートル未満のもの

に あ っ て は 15万 1,000円 、 １

万 平 方 メ ー ト ル 以 上 ２ 万

5,000平 方 メ ー ト ル 未 満 の も

の に あ っ て は 19万 8,000円 、

２ 万 5,000平 方 メ ー ト ル 以 上

５万平方メートル未満のもの

に あ っ て は 23万 9,000円 、 ５

万平方メートル以上のものに

あっては35万 2,000円  

 イ  申請に係る建築物が建築物省

エネルギー法第 11条第１項に規

定する住宅部分（以下この号及

び 第 132号 の 18に お い て 「 住 宅

部分」という。）のみからなる

建築物の場合 

 (ア ) 申請に係る性能向上計画
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が建築物省エネルギー法第 35

条第１項第１号に規定する基

準に適合することを証する書

面が添付されていない場合 

  １件につき、一戸建ての住

宅の認定の申請に係る部分の

床 面 積 の 合 計 が 200平 方 メ ー

トル未満のものにあっては３

万 7,000円 、 200平 方メ ー ト ル

以 上 の も の に あ っ て は ４ 万

2,000円 、 共 同 住 宅 、 長 屋 そ

の他の一戸建ての住宅以外の

住宅の認定の申請に係る部分

の床面積（基準省令第４条第

３項の設計一次エネルギー消

費量を同項第２号の数値とす

る場合にあっては、当該住宅

の共用部分の床面積を除く。

（イ）において同じ。）の合

計 が 300平 方 メ ー ト ル 未 満 の

も の に あ っ て は ７ 万 4,000

円 、 300 平 方 メ ー ト ル 以 上

2,000平 方 メ ー ト ル 未 満 の も

の に あ っ て は 12万 6,000円 、

2,000平 方 メ ー ト ル 以 上 5,000

平方メートル未満のものにあ

っ て は 22万 2,000円 、 5,000平

方メートル以上１万平方メー
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トル未満のものにあっては 31

万円、１万平方メートル以上

２ 万 5,000平 方 メ ー ト ル 未 満

の も の に あ っ て は 60万 4,000

円 、 ２ 万 5,000平 方 メ ー ト ル

以上５万平方メートル未満の

も の に あ っ て は 104 万 5,000

円、５万平方メートル以上の

ものにあっては192万 3,000円  

 (イ ) 申請に係る性能向上計画

が建築物省エネルギー法第 35

条第１項第１号に規定する基

準に適合することを証する書

面が添付されている場合 

  １件につき、一戸建ての住

宅の認定の申請に係る部分の

床 面 積 の 合 計 が 200平 方 メ ー

ト ル 未 満 の も の に あ っ て は

6,900円 、 200平方 メー ト ル 以

上 の も の に あ っ て は 7,400

円、共同住宅、長屋その他の

一戸建ての住宅以外の住宅の

認定の申請に係る部分の床面

積 の 合 計 が 300平 方 メ ー ト ル

未 満 の も の に あ っ て は １ 万

2,000円 、 300平方 メー ト ル 以

上 2,000平 方 メ ー ト ル 未 満 の

も の に あ っ て は ２ 万 8,000
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円 、 2,000平 方 メ ー ト ル 以 上

5,000平 方 メ ー ト ル 未 満 の も

の に あ っ て は ６ 万 6,000円 、

5,000平 方 メ ー ト ル 以 上 １ 万

平方メートル未満のものにあ

っ て は 10万 3,000円 、 １ 万 平

方 メ ー ト ル 以 上 ２ 万 5,000平

方メートル未満のものにあっ

て は 16万 5,000円 、 ２ 万 5,000

平方メートル以上５万平方メ

ートル未満のものにあっては

23万 4,000円 、 ５ 万 平 方 メ ー

トル以上のものにあっては 36

万 8,000円  

 ウ  申請に係る建築物が基準省令

第１条第１項第１号に規定する

複合建築物（以下この号及び第

132号 の 18に お い て 「 複 合 建 築

物」という。）の場合 

  １件につき、非住宅部分の認

定の申請に係る部分の床面積に

応じたアに定める額に住宅部分

の認定の申請に係る部分の床面

積（基準省令第４条第３項の設

計一次エネルギー消費量を同項

第２号の数値とする場合にあっ

ては、当該住宅部分の共用部分

の床面積を除く。）に応じたイ
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に定める額を加算した額 

 (132の 16) 建築物省エネルギー法第

35条第２項（同法第 36条第２項に

おいて準用する場合を含む。）の

規定に基づく申出に対する審査 

  １ 件 に つ き 、 申 出 が あ っ た 建

築 物 （ 一 戸 建 て の 住 宅 及 び 共 同

住 宅 、 長 屋 そ の 他 の 一 戸 建 て の

住 宅 以 外 の 住 宅 並 び に こ れ ら の

も の 以 外 の 建 築 物 の 全 て を 含

む 。 以 下 こ の 号 に お い て 「 申 出

省 エ ネ ル ギ ー 建 築 物 」 と い

う 。 ） の ア か ら ウ ま で に 掲 げ る

算 定 に 基 づ く 床 面 積 の 合 計 が 30

平 方 メ ー ト ル 以 内 の も の に あ っ

て は １ 万 9,000円 、 30平 方 メ ー ト

ル を 超 え 100平 方 メ ー ト ル 以 内 の

も の に あ っ て は ３ 万 1,000 円 、

100平 方 メ ー ト ル を 超 え 200平 方

メ ー ト ル 以 内 の も の に あ っ て は

４ 万 7,000円 、 200平 方 メ ー ト ル

を 超 え 500平 方 メ ー ト ル 以 内 の も

の に あ っ て は ６ 万 円 、 500平 方 メ

ー ト ル を 超 え 1,000平 方 メ ー ト ル

以 内 の も の に あ っ て は ９ 万 円 、

1,000平 方 メ ー ト ル を 超 え 2,000

平 方 メ ー ト ル 以 内 の も の に あ っ

て は 12万 円 、 2,000平 方 メ ー ト ル
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を 超 え １ 万 平 方 メ ー ト ル 以 内 の

も の に あ っ て は 28万 円 、 １ 万 平

方 メ ー ト ル を 超 え ５ 万 平 方 メ ー

ト ル 以 内 の も の に あ っ て は 44万

円 、 ５ 万 平 方 メ ー ト ル を 超 え る

ものにあっては80万円  

 ア  申出省エネルギー建築物につ

いて建築をする場合（イに掲げ

る場合を除く。）  当該建築に

係る部分の床面積 

 イ  建築基準法第６条第１項の確

認を受けた申出省エネルギー建

築物の性能向上計画の変更（同

項の確認に係る部分に限る。）

をして申出省エネルギー建築物

について建築をする場合  当該

性能向上計画の変更に係る部分

の床面積の２分の１（床面積の

増加する部分にあっては、当該

増加する部分の床面積） 

 ウ  申出省エネルギー建築物の大

規模の修繕又は大規模の模様替

をする場合  当該修繕又は模様

替に係る部分の床面積の２分の

１ 

 (132の 17) 建築物省エネルギー法第

36条第１項の規定に基づく性能向

上計画の変更の認定の申請に対す
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る審査 

  １件（建築物省エネルギー法第

34条第３項の規定により、同条第

１項の規定による認定の申請に係

る建築物以外の建築物に関する事

項を性能向上計画に記載する場合

は 、 １ の 建 築 物 ご と に １ 件 と す

る 。 ） に つ き 、 第 132号 の 15の 規

定を準用して得られる額。この場

合において同号の規定中「認定の

申請に係る部分の床面積」とある

のは、「建築物省エネルギー法第

36条第１項の規定に基づく変更に

係る部分の床面積（基準省令第 10

条第１号又は第２号に規定する基

準（国土交通大臣がエネルギー消

費性能を適切に評価できる方法と

認める方法を含む。）の適用を変

更する場合にあっては、当該変更

する部分の床面積を含む。）」と

読み替えるものとする。 

 (132の 18) 建築物省エネルギー法第

41条第１項の規定に基づく認定の

申請に対する審査 

 ア  申請に係る建築物が非住宅部

分のみからなる建築物の場合 

 (ア ) 申請に係る建築物が建築

物省エネルギー法第２条第１
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項第３号に規定する基準に適

合することを証する書面が添

付されていない場合 

 a  基 準 省 令 第 １ 条 第 １ 項 第

１号に規 定する基 準による

場 合 （ bに 掲 げ る 場 合 を 除

く。） 

  １件に つき、認 定の申請

に係る部 分の床面 積の合計

が 300平 方 メ ー ト ル 未 満 の

も の に あ っ て は 23万 8,000

円 、 300平 方 メ ー ト ル 以 上

1,000平 方 メ ー ト ル 未 満 の

も の に あ っ て は 30 万 円 、

1,000 平 方 メ ー ト ル 以 上

2,000平 方 メ ー ト ル 未 満 の

も の に あ っ て は 38万 8,000

円 、 2,000平 方 メ ー ト ル 以

上 5,000平 方 メ ー ト ル 未 満

の も の に あ っ て は 56 万

3,000円 、 5,000平 方 メ ー ト

ル以上１ 万平方メ ートル未

満 の も の に あ っ て は 68 万

9,000円 、 １ 万 平 方 メ ー ト

ル 以 上 ２ 万 5,000平 方 メ ー

トル未満 のものに あっては

82万 3,000円 、 ２ 万 5,000平

方メート ル以上５ 万平方メ
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ートル未 満のもの にあって

は 93万 5,000円 、 ５ 万 平 方

メートル 以上のも のにあっ

ては118万 7,000円  

 b  基 準 省 令 第 １ 条 第 １ 項 第

１号ロに 規定する 基準によ

る場合 

  １件に つき、認 定の申請

に係る部 分の床面 積の合計

が 300平 方 メ ー ト ル 未 満 の

も の に あ っ て は ９ 万 3,000

円 、 300平 方 メ ー ト ル 以 上

1,000平 方 メ ー ト ル 未 満 の

も の に あ っ て は 11万 9,000

円 、 1,000平 方 メ ー ト ル 以

上 2,000平 方 メ ー ト ル 未 満

の も の に あ っ て は 15 万

8,000円 、 2,000平 方 メ ー ト

ル 以 上 5,000平 方 メ ー ト ル

未満のも のにあっ ては 26万

4,000円 、 5,000平 方 メ ー ト

ル以上１ 万平方メ ートル未

満 の も の に あ っ て は 33 万

9,000円 、 １ 万 平 方 メ ー ト

ル 以 上 ２ 万 5,000平 方 メ ー

トル未満 のものに あっては

41万 5,000円 、 ２ 万 5,000平

方メート ル以上５ 万平方メ
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ートル未 満のもの にあって

は 48万 2,000円 、 ５ 万 平 方

メートル 以上のも のにあっ

ては64万 4,000円  

 (イ ) 申請に係る建築物が建築

物省エネルギー法第２条第１

項第３号に規定する基準に適

合することを証する書面が添

付されている場合 

  １件につき、認定の申請に

係 る 部 分 の 床 面 積 の 合 計 が

300平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

にあ っ て は１ 万 2,000円 、 300

平 方 メ ー ト ル 以 上 1,000平 方

メートル未満のものにあって

は ２ 万 2,000円 、 1,000平 方 メ

ー ト ル 以 上 2,000平 方 メ ー ト

ル未満のものにあっては３万

5,000円 、 2,000平 方 メ ー ト ル

以 上 5,000平 方 メ ー ト ル 未 満

の も の に あ っ て は 10万 3,000

円 、 5,000平 方 メ ー ト ル 以 上

１万平方メートル未満のもの

に あ っ て は 15万 1,000円 、 １

万 平 方 メ ー ト ル 以 上 ２ 万

5,000平 方 メ ー ト ル 未 満 の も

の に あ っ て は 19万 8,000円 、

２ 万 5,000平 方 メ ー ト ル 以 上
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５万平方メートル未満のもの

に あ っ て は 23万 9,000円 、 ５

万平方メートル以上のものに

あっては35万 2,000円  

 イ  申請に係る建築物が住宅部分

のみからなる建築物の場合 

 (ア ) 申請に係る建築物が建築

物省エネルギー法第２条第１

項第３号に規定する基準に適

合することを証する書面が添

付されていない場合 

 a  基 準 省 令 第 １ 条 第 １ 項 第

２号に規 定する基 準による

場 合 （ bに 掲 げ る 場 合 を 除

く。） 

  １件に つき、一 戸建ての

住宅の認 定の申請 に係る部

分 の 床 面 積 の 合 計 が 200平

方メート ル未満の ものにあ

っ て は ３ 万 7,000円 、 200平

方メート ル以上の ものにあ

っ て は ４ 万 2,000円 、 共 同

住宅、長 屋その他 の一戸建

ての住宅 以外の住 宅の認定

の申請に 係る部分 の床面積

（基準省 令第４条 第３項の

設計一次 エネルギ ー消費量

を同項第 ２号の数 値とする
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場合にあ っては、 当該住宅

の 共 用 部 分 の 床 面 積 を 除

く 。 次 の b に お い て 同

じ 。 ） の 合 計 が 300平 方 メ

ートル未 満のもの にあって

は ７ 万 4,000円 、 300平 方 メ

ー ト ル 以 上 2,000平 方 メ ー

トル未満 のものに あっては

12万 6,000円 、 2,000平 方 メ

ー ト ル 以 上 5,000平 方 メ ー

トル未満 のものに あっては

22万 2,000円 、 5,000平 方 メ

ートル以 上１万平 方メート

ル未満の ものにあ っては 31

万円、１ 万平方メ ートル以

上 ２ 万 5,000平 方 メ ー ト ル

未満のも のにあっ ては 60万

4,000円 、 ２ 万 5,000平 方 メ

ートル以 上５万平 方メート

ル 未 満 の も の に あ っ て は

104万 5,000円 、 ５ 万 平 方 メ

ートル以 上のもの にあって

は192万 3,000円  

 b  基 準 省 令 第 １ 条 第 １ 項 第

２ 号 イ (2)(i) 及 び 同 号 ロ

(2)、 同 号 イ (2)(ii)及 び 同

号ロ (2)又は 同 号 イ (3)及 び

同 号 ロ (3)に 規 定 す る 基 準
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による場 合（共同 住宅、長

屋その他 の一戸建 ての住宅

以外の住 宅にあっ ては全て

の住戸が 同基準に よる場合

に限る。） 

  １件に つき、一 戸建ての

住宅の認 定の申請 に係る部

分 の 床 面 積 の 合 計 が 200平

方メート ル未満の ものにあ

っ て は ２ 万 円 、 200平 方 メ

ートル以 上のもの にあって

は ２ 万 2,000 円 、 共 同 住

宅、長屋 その他の 一戸建て

の住宅以 外の住宅 の認定の

申請に係 る部分の 床面積の

合 計 が 300平 方 メ ー ト ル 未

満 の も の に あ っ て は ３ 万

7,000円 、 300平 方 メ ー ト ル

以 上 2,000平 方 メ ー ト ル 未

満 の も の に あ っ て は ６ 万

6,000円 、 2,000平 方 メ ー ト

ル 以 上 5,000平 方 メ ー ト ル

未満のも のにあっ ては 12万

6,000円 、 5,000平 方 メ ー ト

ル以上１ 万平方メ ートル未

満 の も の に あ っ て は 18 万

1,000円 、 １ 万 平 方 メ ー ト

ル 以 上 ２ 万 5,000平 方 メ ー
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トル未満 のものに あっては

32万 8,000円 、 ２ 万 5,000平

方メート ル以上５ 万平方メ

ートル未 満のもの にあって

は 53万 3,000円 、 ５ 万 平 方

メートル 以上のも のにあっ

ては94万円  

 (イ ) 申請に係る建築物が建築

物省エネルギー法第２条第１

項第３号に規定する基準に適

合することを証する書面が添

付されている場合 

  １件につき、一戸建ての住

宅の認定の申請に係る部分の

床 面 積 の 合 計 が 200平 方 メ ー

ト ル 未 満 の も の に あ っ て は

6,900円 、 200平方 メー ト ル 以

上 の も の に あ っ て は 7,400

円、共同住宅、長屋その他の

一戸建ての住宅以外の住宅の

認定の申請に係る部分の床面

積（基準省令第４条第３項の

設計一次エネルギー消費量を

同項第２号の数値とする場合

にあっては、当該住宅の共用

部分の床面積を除く。）の合

計 が 300平 方 メ ー ト ル 未 満 の

も の に あ っ て は １ 万 2,000
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円 、 300 平 方 メ ー ト ル 以 上

2,000平 方 メ ー ト ル 未 満 の も

の に あ っ て は ２ 万 8,000円 、

2,000平 方 メ ー ト ル 以 上 5,000

平方メートル未満のものにあ

っ て は ６ 万 6,000円 、 5,000平

方メートル以上１万平方メー

トル未満のものにあっては 10

万 3,000円 、 １ 万 平 方 メ ー ト

ル 以 上 ２ 万 5,000平 方 メ ー ト

ル未満のものにあっては 16万

5,000円 、 ２ 万 5,000平 方 メ ー

トル以上５万平方メートル未

満 の も の に あ っ て は 23 万

4,000円 、 ５ 万 平 方 メ ー ト ル

以 上 の も の に あ っ て は 36 万

8,000円  

 ウ  申請に係る建築物が複合建築

物の場合 

  １件につき、非住宅部分の認

定の申請に係る部分の床面積に

応じたアに定める額に住宅部分

の認定の申請に係る部分の床面

積（基準省令第４条第３項の設

計一次エネルギー消費量を同項

第２号の数値とする場合にあっ

ては、当該住宅の共用部分の床

面積を除く。）に応じたイに定
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める額を加算した額 

 (132の 18の 2) 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー

消費性能の向上に関する法律施行

規則（平成 28年国土交通省令第５

号。以下「建築物省エネルギー法

施行規則」という。）第 11条の規

定に基づく軽微な変更に該当して

いることを証する書面の交付 

  １ 件 に つ き 、 第 132号 の 14の ３

の規定を準用して得られる額。こ

の場合において、同号中「非住宅

部分の床面積」とあるのは、「軽

微な変更に係る部分の床面積（基

準省令第１条第１項第１号に規定

する基準（国土交通大臣がエネル

ギー消費性能を適切に評価できる

方法と認める方法を含む。）の適

用を変更する場合にあっては、当

該 変 更 す る 部 分 の 床 面 積 を 含

む 。 ） 」 と 読 み 替 え る も の と す

る。 

 (132の 18の 3) 建 築 物 省 エ ネ ル ギ ー

法施行規則第 29条の規定に基づく

軽微な変更に関する証明書の交付 

  当該証明書の交付を受けようと

す る １ の 建 築 物 に つ き 、 第 132号

の 15の 規 定 を 準 用 し て 得 ら れ る

額 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 号 中
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「 認 定 の 申 請 に 係 る 部 分 の 床 面

積」とあるのは、「軽微な変更に

係る部分の床面積（基準省令第 10

条第１号又は第２号に規定する基

準（国土交通大臣がエネルギー消

費性能を適切に評価できる方法と

認める方法を含む。）の適用を変

更する場合にあっては、当該変更

する部分の床面積を含む。）」と

読み替えるものとする。 

 (132の 19) マンションの建替え等の

円滑化に関する法律（平成 14年法

律 第 78号 ） 第 105条 第 １ 項 の 規 定

に基づく建築物の容積率に関する

制限の適用除外に係る許可の申請

に対する審査  １件につき  16万

円  

 (132の 20) 長期優良住宅普及促進法

第 18条第１項の規定に基づく住宅

の容積率に関する制限の適用除外

に係る許可の申請に対する審査  

１件につき 16万円  

(133)～ (158) ［略］ (133)～ (158) ［略］ 

第５条  市長は、建築基準法（昭和 25

年 法 律 第 201号 。 以 下 別 表 第 ９ に お

いて「法」という。）の規定に基づ

く事務につき、別表第９に定める額

の手数料を徴収する。 
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第５条の２  市長は、高齢者、障害者

等の移動等の円滑化の促進に関する

法律（平成 18年法律第 91号。以下別

表第 10において「法」という。）の

規定に基づく事務につき、別表第 10

に定める額の手数料を徴収する。 

 

第５条の３  市長は、長期優良住宅の

普及の促進に関する法律（平成 20年

法律第 87号。以下別表第 11において

「法」という。）の規定に基づく事

務につき、別表第 11に定める額の手

数料を徴収する。 

 

第５条の４  市長は、都市の低炭素化

の促進に関する法律（平成 24年法律

第 84 号 。 以 下 別 表 第 12 に お い て

「法」という。）及び都市の低炭素

化の促進に関する法律施行規則（平

成 24年国土交通省令第 86号。以下別

表第 12において「規則」という。）

の規定に基づく事務につき、別表第

12に定める額の手数料を徴収する。 

 

第５条の５  市長は、建築物のエネル

ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律

（平成 27年法律第 53号。以下別表第

13において「法」という。）及び建

築物のエネルギー消費性能の向上に

関する法律施行規則（平成 28年国土

交通省令第５号。以下別表第 13にお
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いて「規則」という。）の規定に基

づく事務につき、別表第 13に定める

額の手数料を徴収する。 

第５条の６  市長は、マンションの建

替え等の円滑化に関する法律（平成

14年法律第 78号。以下別表第 14にお

いて「法」という。）の規定に基づ

く事務につき、別表第 14に定める額

の手数料を徴収する。 

 

第５条の７  高齢者の居住の安定確保

に 関 す る 法 律 （ 平 成 13年 法 律 第 26

号。以下別表第 15において「法」と

いう。）及び国土交通省・厚生労働

省関係高齢者の居住の安定確保に関

する法律施行規則（平成 23年／厚生

労働省／国土交通省／令第２号。以

下 別 表 第 15に お い て 「 規 則 」 と い

う。）の規定に基づく事務につき、

別表第 15に定める額の手数料を徴収

する。 

 

（手数料の徴収） （手数料の徴収） 

第６条 ［略］ 第５条 ［略］ 

２  ［略］ ２  ［略］ 

３  次の各号のいずれかに該当する事

務に係る手数料は、徴収しない。 

３  次の各号のいずれかに該当する事

務に係る手数料は、徴収しない。 

(1) ［略］ (1) ［略］ 

(2) 官公署のためにする事務 (第２

条第 26号から第 52号まで及び第 73

(2) 官公署のためにする事務 (第２

条第 26号から第 52号まで、第 73号
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号並びに第３条から前条までに規

定する事務を除く。) 

及 び 第 92号 か ら 第 132号 の 19ま で

並びに第３条から前条までに規定

する事務を除く。) 

(3)～ (5) ［略］  (3)～ (5) ［略］  

４  ［略］ ４  ［略］ 

第７条 ［略］ 第６条 ［略］ 

２  前項の規定にかかわらず、官公署

のためにする事務に係る第５条から

第 ５ 条 の ７ ま で に 規 定 す る 手 数 料

は、後納することができる。 

２  前項の規定にかかわらず、官公署

のためにする事務に係る第２条第 92

号 か ら 第 132号 の 19ま で に 規 定 す る

手数料は、後納することができる。 

３、４ ［略］ ３、４ ［略］ 

第８条～第10条  ［略］  第７条～第９条 ［略］ 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
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改正後 改正前 

別表第９（第５条関係）  

種別  区分  手数料（１

件につき） 

１  法 第 ６ 条 第 １ 項 （ 法

第 87条 第 １ 項 に お い て

準 用 す る 場 合 を 含

む 。 ） の 規 定 に 基 づ く

確 認 の 申 請 又 は 法 第 18

条 第 ２ 項 （ 法 第 87条 第

１ 項 に お い て 準 用 す る

場 合 を 含 む 。 ） の 規 定

に 基 づ く 通 知 に 対 す る

審査 

床面積の合計 30平 方 メ ー ト ル 以 内  １万9,000円  

30平 方 メ ー ト ル を 超 え 100

平 方 メ ー ト ル 以 内  

３万1,000円  

100 平 方 メ ー ト ル を 超 え

200平 方 メ ー ト ル 以 内  

４万7,000円  

200 平 方 メ ー ト ル を 超 え

500平 方 メ ー ト ル 以 内  

６万円 

500 平 方 メ ー ト ル を 超 え

1,000平 方 メ ー ト ル 以 内  

９万円 

1,000平 方 メ ー ト ル を 超 え

2,000平 方 メ ー ト ル 以 内  

12万円  

2,000平 方 メ ー ト ル を 超 え

１ 万 平 方 メ ー ト ル 以 内  

28万円  

１ 万 平 方 メ ー ト ル を 超 え

５ 万 平 方 メ ー ト ル 以 内  

44万円  

５ 万 平 方 メ ー ト ル を 超 え

る も の  

80万円  

２  １ の 項 の 審 査 の う

ち 、 法 第 ６ 条 の ３ 第 １

項 た だ し 書 又 は 法 第 18

条 第 ４ 項 た だ し 書 の 規

定 に 基 づ き 、 構 造 計 算

に 関 す る 高 度 の 専 門 的

知 識 及 び 技 術 を 有 す る

当該審査に係

る一の建築物

ごとの床面積

（一の建築物

がエキスパン

ションジョイ

ントその他の

1,000平方メートル以内 16万 7,000円  

1,000平 方 メ ー ト ル を 超 え

2,000平方メートル以内 

21万 5,000円  

2,000平 方 メ ー ト ル を 超 え

１万平方メートル以内 

24万 8,000円  

１ 万 平 方 メ ー ト ル を 超 え

５万平方メートル以内 

32万 4,000円  
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者 と し て 規 則 第 ３ 条 の

13第 １ 項 各 号 で 定 め る

要 件 を 備 え る 者 で あ る

建 築 主 事 が 令 第 ９ 条 の

３ に 定 め る 特 定 構 造 計

算 基 準 又 は 特 定 増 改 築

構 造 計 算 基 準 に 適 合 す

る か ど う か を 審 査 す る

場 合 に １ の 項 の 手 数 料

に加算する額 

相互に応力を

伝えない構造

方法により他

の部分と構造

的に分離され

ている場合に

あっては、そ

れぞれの部分

ご と の 床 面

積） 

５ 万 平 方 メ ー ト ル を 超 え

るもの 

59万円  

３  法 第 87条 の ４ に お い

て 準 用 す る 法 第 ６ 条 第

１ 項 の 規 定 に 基 づ く 確

認 の 申 請 又 は 法 第 87条

の ４ に お い て 準 用 す る

法 第 18条 第 ２ 項 の 規 定

に 基 づ く 通 知 に 対 す る

審査 

建築設備を設

置 す る 場 合

（確認を受け

た建築設備の

計画の変更を

して建築設備

を設置する場

合を除く。）  

小 荷 物 専 用 昇 降 機 （ １

基） 

１万円 

そ の 他 の 建 築 設 備 （ １

基） 

１万7,000円  

確認を受けた

建築設備の計

画の変更をし

て建築設備を

設置する場合  

小 荷 物 専 用 昇 降 機 （ １

基） 

6,000円  

そ の 他 の 建 築 設 備 （ １

基） 

１万円 

４  法 第 88条 第 １ 項 若 し

く は 第 ２ 項 に お い て 準

用 す る 法 第 ６ 条 第 １ 項

の 規 定 に 基 づ く 確 認 の

申 請 又 は 法 第 88条 第 １

工 作 物 を 築 造 す る 場 合 （ 確 認 を 受 け た 工

作 物 の 計 画 の 変 更 を し て 工 作 物 を 築 造 す

る 場 合 を 除 く 。 ）  

１万6,000円  

確 認 を 受 け た 工 作 物 の 計 画 の 変 更 を し て

工 作 物 を 築 造 す る 場 合  

１万円 
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項 若 し く は 第 ２ 項 に お

い て 準 用 す る 法 第 18条

第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ く

通 知 に 対 す る 審 査  

５  法 第 ７ 条 第 ４ 項 又 は

法 第 18条 第 17項 の 規 定

に 基 づ く 完 了 検 査 （ ９

の 項 に 規 定 す る 検 査 を

除 く 。 ）  

床面積の合計 30平方メートル以内 ２万2,000円  

30平 方 メ ー ト ル を 超 え 100

平方メートル以内 

３万円 

100 平 方 メ ー ト ル を 超 え

200平方メートル以内 

３万6,000円  

200 平 方 メ ー ト ル を 超 え

500平方メートル以内 

４万5,000円  

500 平 方 メ ー ト ル を 超 え

1,000平方メートル以内 

６万5,000円  

1,000平 方 メ ー ト ル を 超 え

2,000平方メートル以内 

８万8,000円  

2,000平 方 メ ー ト ル を 超 え

１万平方メートル以内 

19万円  

１ 万 平 方 メ ー ト ル を 超 え

５万平方メートル以内 

30万円  

５ 万 平 方 メ ー ト ル を 超 え

るもの 

59万円  

６  ５ の 項 の 完 了 検 査 の

う ち 、 建 築 物 が 建 築 物

省 エ ネ ル ギ ー 法 第 11条

第 １ 項 の 適 用 を 受 け る

も の で あ る 場 合 に ５ の

項 の 手 数 料 に 加 算 す る

額 

非住宅部分の

床面積の合計  

300 平 方 メ ー ト ル 以 上

1,000平方メートル未満 

１万7,000円  

1,000 平 方 メ ー ト ル 以 上

2,000平方メートル未満 

２万8,000円  

2,000 平 方 メ ー ト ル 以 上

5,000平方メートル未満 

８万5,000円  

5,000平 方 メ ー ト ル 以 上 １ 13万 4,000円  
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万平方メートル未満 

１ 万 平 方 メ ー ト ル 以 上 ２

万5,000平方メートル未満 

16万 9,000円  

２ 万 5,000平 方 メ ー ト ル 以

上５万平方メートル未満 

21万 1,000円  

５万平方メートル以上 29万 6,000円  

７  法 第 87条 の ４ に お い

て 準 用 す る 法 第 ７ 条 第

４ 項 又 は 法 第 18条 第 17

項 の 規 定 に 基 づ く 完 了

検査 

小荷物専用昇降機（１基） １万8,000円  

その他の建築設備（１基） ２万4,000円  

８  法第 88条第１項又は第２項において準用する法第７条第４項又は

法第18条第 17項の規定に基づく完了検査 

２万円 

９  法 第 ７ 条 第 ４ 項 又 は

法 第 18条 第 17項 の 規 定

に 基 づ く 完 了 検 査 の う

ち 法 第 ７ 条 の ３ 第 １ 項

に 規 定 す る 特 定 工 程 に

係 る 建 築 物 に 関 す る も

の 

床面積の合計 30平方メートル以内 ２万1,000円  

30平 方 メ ー ト ル を 超 え 100

平方メートル以内 

２万9,000円  

100 平 方 メ ー ト ル を 超 え

200平方メートル以内 

３万5,000円  

200 平 方 メ ー ト ル を 超 え

500平方メートル以内 

４万4,000円  

500 平 方 メ ー ト ル を 超 え

1,000平方メートル以内 

６万3,000円  

1,000平 方 メ ー ト ル を 超 え

2,000平方メートル以内 

８万5,000円  

2,000平 方 メ ー ト ル を 超 え

１万平方メートル以内 

18万円  

１ 万 平 方 メ ー ト ル を 超 え

５万平方メートル以内 

29万円  
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５ 万 平 方 メ ー ト ル を 超 え

るもの 

57万円  

10 ９ の 項 の 完 了 検 査 の

う ち 、 建 築 物 が 建 築 物

省 エ ネ ル ギ ー 法 第 11条

第 １ 項 の 適 用 を 受 け る

も の で あ る 場 合 に ９ の

項 の 手 数 料 に 加 算 す る

額 

非住宅部分の

床面積の合計 

300 平 方 メ ー ト ル 以 上

1,000平方メートル未満 

１万7,000円  

1,000 平 方 メ ー ト ル 以 上

2,000平方メートル未満 

２万8,000円  

2,000 平 方 メ ー ト ル 以 上

5,000平方メートル未満 

８万5,000円  

5,000平 方 メ ー ト ル 以 上 １

万平方メートル未満 

13万 4,000円  

１ 万 平 方 メ ー ト ル 以 上 ２

万5,000平方メートル未満 

16万 9,000円  

２ 万 5,000平 方 メ ー ト ル 以

上５万平方メートル未満 

21万 1,000円  

５万平方メートル以上 29万 6,000円  

11 法 第 ７ 条 の ３ 第 ４ 項

又 は 法 第 18条 第 20項 に

規 定 す る 検 査  

検査を行う部

分の床面積の

合計 

30平方メートル以内 ２万円 

30平 方 メ ー ト ル を 超 え 100

平方メートル以内 

２万7,000円  

100 平 方 メ ー ト ル を 超 え

200平方メートル以内 

３万1,000円  

200 平 方 メ ー ト ル を 超 え

500平方メートル以内 

４万円 

500 平 方 メ ー ト ル を 超 え

1,000平方メートル以内 

５万8,000円  

1,000平 方 メ ー ト ル を 超 え

2,000平方メートル以内 

７万6,000円  

2,000平 方 メ ー ト ル を 超 え

１万平方メートル以内 

17万円  
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１ 万 平 方 メ ー ト ル を 超 え

５万平方メートル以内 

26万円  

５ 万 平 方 メ ー ト ル を 超 え

るもの 

51万円  

12 法第７条の６第１項第１号若しくは第２号又は法第18条第 24項第

１号若しくは第２号（これらの規定を法第87条の４又は法第88条第

１項若しくは第２項において準用する場合を含む。）の規定に基づ

く検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用の認定の申

請に対する審査 

12万円  

13 法第 42条第１項第５号の規定に基づく道の位置の指定の申請に対

する審査 

５万円 

14 法第 43条第２項第１号の規定に基づく建築物の敷地と道路との関

係の建築の認定の申請に対する審査 

２万7,000円  

15 法第 43条第２項第２号の規定に基づく建築物の敷地と道路との関

係の建築の許可の申請に対する審査 

３万3,000円  

16 法第 44条第１項第２号の規定に基づく公衆便所等の道路内におけ

る建築の許可の申請に対する審査 

３万3,000円  

17 法第 44条第１項第３号の規定に基づく道路内における建築の認定

の申請に対する審査 

２万7,000円  

18 法第 44条第１項第４号の規定に基づく公共用歩廊等の道路内にお

ける建築の許可の申請に対する審査 

16万円  

19 法第 47条ただし書の規定に基づく壁面線外における建築の許可の

申請に対する審査 

16万円  

20 法第 48条第１項ただし書、第２項ただし書、第３項ただし書、第

４ 項 た だ し 書 、 第 ５ 項 た だ し 書 、 第 ６ 項 た だ し 書 、 第 ７ 項 た だ し

書、第８項ただし書、第９項ただし書、第10項ただし書、第11項た

だし書、第12項ただし書又は第13項ただし書（法第87条第２項若し

くは第３項又は第88条第２項においてこれらの規定を準用する場合

18万円  
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を含む。）の規定に基づく用途地域における建築等の許可の申請に

対する審査 

21 法第 51条ただし書（法第87条第２項若しくは第３項又は第88条第

２項において準用する場合を含む。）の規定に基づく特殊建築物等

の敷地の許可の申請に対する審査 

16万円  

22 法第 52条第 10項、第11項又は第14項の規定に基づく建築物の容積

率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 

16万円  

23 法第 53条第４項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適

用除外に係る許可の申請に対する審査 

３万3,000円  

24 法第 53条第５項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適

用除外に係る許可の申請に対する審査 

３万3,000円  

25 法第 53条第６項第３号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制

限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 

３万3,000円  

26 法第 53条の２第１項第３号又は第４号（法第57条の５第３項にお

いて準用する場合を含む。）の規定に基づく建築物の敷地面積の許

可の申請に対する審査 

16万円  

27 法第 55条第２項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用

除外に係る認定の申請に対する審査 

２万7,000円  

28 法第 55条第３項各号の規定に基づく建築物の高さに関する制限の

適用除外に係る許可の申請に対する審査 

16万円  

29 法第 56条の２第１項ただし書の規定に基づく日影による建築物の

高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 

16万円  

30 法第 57条第１項の規定に基づく高架の工作物内に設ける建築物の

高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 

２万7,000円  

31 法第 59条第１項第３号の規定に基づく高度利用地区における建築

物の容積率若しくは建蔽率若しくは建築物の建築面積（同一敷地内

に２以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積）に

関する制限の適用除外に係る許可又は同条第２項ただし書の規定に

16万円  

（　324　）



基づく高度利用地区における同条第１項第３号に該当する建築物に

係る壁面の位置に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する

審査 

32 法第 59条第４項の規定に基づく高度利用地区における建築物の各

部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 

16万円  

33 法第 59条の２第１項の規定に基づく敷地内に広い空地を有する建

築物の容積率又は各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可

の申請に対する審査 

16万円  

34 法第 60条の２第１項第３号の規定に基づく都市再生特別地区内に

おける建築物の容積率若しくは建蔽率、建築物の建築面積（同一敷

地 内 に ２ 以 上 の 建 築 物 が あ る 場 合 に お い て は 、 そ れ ぞ れ の 建 築 面

積）若しくは建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可又は

同条第２項ただし書の規定に基づく都市再生特別地区内における同

条第１項第３号に該当する建築物に係る壁面の位置に関する制限の

適用除外に係る許可の申請に対する審査 

16万円  

35 法第 60条の２の２第１項第２号の規定に基づく居住環境向上用途

誘導地区内における建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る

許可、同条第２項ただし書の規定に基づく居住環境向上用途誘導地

区内における同条第１項第２号に該当する建築物に係る壁面の位置

に関する制限の適用除外に係る許可又は同条第３項ただし書の規定

に基づく居住環境向上用途誘導地区内における建築物の高さに関す

る制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 

16万円  

36 法第 60条の３第１項第３号の規定に基づく特定用途誘導地区内に

おける建築物の容積率若しくは建築物の建築面積（同一敷地内に２

以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積）に関す

る制限の適用除外に係る許可又は同条第２項ただし書に規定する特

定用途誘導地区内における建築物の高さに関する制限の適用除外に

係る許可の申請に対する審査 

16万円  
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37 法第 67条第３項第２号の規定に基づく特定防災街区整備地区内に

おける建築物の敷地面積に関する制限の適用除外に係る許可、同条

第５項第２号の規定に基づく特定防災街区整備地区内における建築

物の壁面の位置に関する制限の適用除外に係る許可又は同条第９項

第２号の規定に基づく特定防災街区整備地区内における建築物の防

災都市計画施設に係る間口率若しくは建築物の高さに関する制限の

適用除外に係る許可の申請に対する審査 

16万円  

38 法第 68条の３第１項の規定に基づく再開発等促進区等内における

建築物の容積率、同条第２項の規定に基づく再開発等促進区等内に

おける建築物の建蔽率又は同条第３項の規定に基づく再開発等促進

区等内における建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の

申請に対する審査 

２万7,000円  

39 法第 68条の３第４項の規定に基づく再開発等促進区等内における

建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に

対する審査 

16万円  

40 法第 68条の４第１項の規定に基づく地区計画等の区域内における

建築物の容積率の制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 

２万7,000円  

41 法第 68条の５の３第２項の規定に基づく地区計画等の区域内にお

ける建築物の各部分の高さの制限の適用除外に係る許可の申請に対

する審査 

16万円  

42 法第 68条の５の５第１項の規定に基づく地区計画等の区域内にお

ける前面道路の幅員に応じた建築物の容積率の制限の適用除外に係

る認定又は同条第２項の規定に基づく地区計画等の区域内にある建

築物の各部分の高さの制限の適用除外に係る認定の申請に対する審

査 

２万7,000円  

43 法第 68条の５の６第１項の規定に基づく地区計画等の区域内にお

ける建築物の建蔽率の特例に係る認定の申請に対する審査 

２万7,000円  

44 法第 68条の７第５項の規定に基づく予定道路に係る建築物の容積 16万円  
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率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 

45 法 第 85条 第 ６ 項 又 は

第 ７ 項 の 規 定 に 基 づ く

仮 設 興 行 場 等 の 建 築 の

許 可 の 申 請 に 対 す る 審

査 

３月以内のもの ６万円 

３月を超え１年以内のもの 12万円  

１年を超えるもの 16万円  

46 法 第 86条 第 １ 項 の 規

定 に 基 づ く 総 合 的 設 計

に よ る 一 団 地 の 建 築 物

の 特 例 に 係 る 認 定 の 申

請 に 対 す る 審 査  

建 築 物 の 敷 地 又 は 建 築 物 の 敷 地 以 外 の 土

地 （ 以 下 46の 項 に お い て 「 敷 地 等 」 と い

う 。 ） の 数 が ２ で あ る 場 合  

７万8,000円  

敷地等の数が３以上である場合 ７万 8,000円

に ２ を 超 え

る 敷 地 等 の

数 に ２ 万

8,000円を乗

じ て 得 た 額

を 加 算 し た

額 

47 法 第 86条 第 ２ 項 の 規

定 に 基 づ く 既 存 建 築 物

を 前 提 と し た 総 合 的 設

計 に よ る 建 築 物 の 特 例

に 係 る 認 定 の 申 請 に 対

す る 審 査  

建 築 物 （ 既 存 建 築 物 を 除 く 。 以 下 47の 項

において同じ。）の数が１である場合 

７万8,000円  

建築物の数が２以上である場合 ７万 8,000円

に １ を 超 え

る 建 築 物 の

数 に ２ 万

8,000円を乗

じ て 得 た 額

を 加 算 し た

額 

48 法 第 86条 第 ３ 項 の 規 建 築 物 の 敷 地 又 は 建 築 物 の 敷 地 以 外 の 土 22万円  
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定 に 基 づ く 敷 地 内 に 広

い 空 地 を 有 し 、 総 合 的

設 計 に よ る 一 団 地 の 建

築 物 の 容 積 率 又 は 各 部

分 の 高 さ に 関 す る 特 例

に 係 る 許 可 の 申 請 に 対

す る 審 査  

地 （ 以 下 48の 項 に お い て 「 敷 地 等 」 と い

う。）の数が２である場合 

敷地等の数が３以上である場合 22 万 円 に ２

を 超 え る 敷

地 等 の 数 に

２万 8,000円

を 乗 じ て 得

た 額 を 加 算

し た 額  

49 法 第 86条 第 ４ 項 の 規

定 に 基 づ く 既 存 建 築 物

を 前 提 と し た 総 合 的 設

計 に よ る 建 築 物 の 容 積

率 又 は 各 部 分 の 高 さ に

関 す る 特 例 に 係 る 許 可

の 申 請 に 対 す る 審 査  

建築物の数が１である場合 22万円  

建築物の数が２以上である場合 22 万 円 に １

を 超 え る 建

築 物 の 数 に

２万 8,000円

を 乗 じ て 得

た 額 を 加 算

し た 額  

50 法 第 86条 の ２ 第 １ 項

の 規 定 に 基 づ く 同 一 敷

地 内 建 築 物 以 外 の 建 築

物 の 建 築 に 係 る 認 定 の

申 請 に 対 す る 審 査  

建 築 物 （ 同 一 敷 地 内 建 築 物 を 除 く 。 以 下

50の 項 に お い て 同 じ 。 ） の 数 が １ で あ る

場合 

７万8,000円  

建築物の数が２以上である場合 ７万 8,000円

に １ を 超 え

る 建 築 物 の

数 に ２ 万

8,000円を乗

じ て 得 た 額

を 加 算 し た

額 
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51  法 第 86条 の ２ 第 ２ 項

の 規 定 に 基 づ く 公 告 認

定 対 象 区 域 内 に お け る

同 一 敷 地 内 認 定 建 築 物

以 外 の 建 築 物 に 対 す る

容 積 率 又 は 各 部 分 の 高

さ に 関 す る 特 例 に 係 る

許 可 の 申 請 に 対 す る 審

査 

建築物の数が１である場合 22万円  

建築物の数が２以上である場合 22 万 円 に １

を 超 え る 建

築 物 の 数 に

２万 8,000円

を 乗 じ て 得

た 額 を 加 算

し た 額  

52 法 第 86条 の ２ 第 ３ 項

の 規 定 に 基 づ く 公 告 許

可 対 象 区 域 内 に お け る

同 一 敷 地 内 許 可 建 築 物

以 外 の 建 築 物 の 建 築 の

許 可 の 申 請 に 対 す る 審

査 

建築物の数が１である場合 22万円  

建築物の数が２以上である場合 22 万 円 に １

を 超 え る 建

築 物 の 数 に

２万 8,000円

を 乗 じ て 得

た 額 を 加 算

し た 額  

53 法第 86条の５第２項の規定に基づく複数建築物の認定の取消しの

申請に対する審査 

6,400円に現

に 存 す る 建

築 物 の 数 に

１万 2,000円

を 乗 じ て 得

た 額 を 加 算

し た 額  

54 法第 86条の５第３項の規定に基づく複数建築物の許可の取消しの

申請に対する審査 

6,400円に現

に 存 す る 建

築 物 の 数 に

１万 2,000円
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を 乗 じ て 得

た 額 を 加 算

し た 額  

55 法第 86条の６第２項の規定に基づく一団地の住宅施設に関する都

市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さ

に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 

２万7,000円  

56 法第 86条の７第４項の規定に基づく既存建築物の移転に係る認定

（令第 137条の 16第２号に規定するものに限る。）の申請に対する

審査 

２万7,000円  

57 法第 86条の８第１項に基づく全体計画の認定又は同条第３項の規

定に基づく全体計画の変更の認定の申請に対する審査 

２万7,000円  

58 法第 87条の２第１項の規定に基づく全体計画の認定又は同条第２

項により準用する法第86条の８第３項の規定に基づく全体計画の変

更の認定の申請に対する審査 

２万7,000円  

59 法 第 87条 の ３ 第 ６ 項

又 は 第 ７ 項 の 規 定 に 基

づ く 建 築 物 の 用 途 を 変

更 し 、 一 時 的 に 興 行 場

等 又 は 特 別 興 行 場 等 と

す る 場 合 の 許 可 の 申 請

に 対 す る 審 査  

３月以内のもの ６万円 

３月を超え１年以内のもの 12万円  

１年を超えるもの 16万円  

 

備考   

１  令は建築基準法施行令（昭和25年政令第 338号）、規則は建築基準法施行規則（昭

和25年建設省令第40号）をいう。 

 

２  １の項の床面積の合計の算定にあたっては、次の各号に掲げるとおりとする。  

(1) 建築物を建築する場合（次号に掲げる場合及び移転する場合を除く。）  当該

建築に係る部分の床面積 

 

(2) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合（移転する場合  
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を除く。）  当該計画の変更に係る部分の床面積の２分の１（床面積の増加する

部分にあっては、当該増加する部分の床面積） 

(3) 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用

途を変更する場合（次号に掲げる場合を除く。）  当該移転、修繕、模様替又は

用途の変更に係る部分の床面積の２分の１ 

 

(4) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若

しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合  当該計画の変更に係

る部分の床面積の２分の１ 

 

３  ５及び９の項の床面積の合計の算定にあたっては、次の各号に掲げるとおりとす

る。 

 

(1) 建築物を建築した場合（移転した場合を除く。）  当該建築に係る部分の床面

積 

 

(2) 建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合  

当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の２分の１ 

 

４  建 築 物 省 エ ネ ル ギ ー 法 と は 、 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律

（平成27年法律第53号）をいう。 

 

５  ６及び 10の項において、非住宅部分とは、建築物省エネルギー法第 11条第１項に

規定する非住宅部分をいう。 

 

６  ６及び 10の項の床面積の合計の算定にあたっては、次の各号に掲げるとおりとす

る。 

 

(1) 当該建築物について一次エネルギー消費量（建築物エネルギー消費性能基準等

を定める省令（平成 28年経済産業省令・国土交通省令第１号。以下「基準省令」

という。）第１条第１項第１号イの一次エネルギー消費量をいう。）に係る計算

を要しない既存部分がある場合 当該既存部分の床面積を除いた床面積 

 

(2) 都市の低炭素化の促進に関する法律（平成 24年法律第 84号。以下「低炭素化促

進法」という。）第 55条第１項の規定に基づく変更の認定を受け、かつ、同条第

２項の規定において準用する低炭素化促進法第 54条第８項の規定により建築物省

エネルギー法第 12条第３項の規定による通知書の交付を受けたものとみなした場

合  当該変更に係る部分の床面積（低炭素化促進法第 54条第１項第１号に規定す

 

（　331　）



る建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき経済産業大臣、国土交通大臣及び

環境大臣が定める基準（以下「誘導基準」という。）に適合するかどうかの判断

のための計算の方法を変更する場合にあっては、当該変更する部分の床面積を含

む。） 

(3) 建築物省エネルギー法第 36条第１項の規定に基づく変更の認定を受け、かつ、

同条第２項の規定において準用する建築物省エネルギー法第 12条第３項の規定に

よ る 通 知 書 の 交 付 を 受 け た も の と み な し た 場 合  当 該 変 更 に 係 る 部 分 の 床 面 積

（基準省令第 10条第１号又は第２号に規定する基準（国土交通大臣がエネルギー

消費性能を適切に評価できる方法と認める方法を含む。）の適用を変更する場合

にあっては、当該変更する部分の床面積を含む。） 

 

別表第 10（第５条の２関係）  

種別  区分  手数料（１件につき） 

法第 17条第４

項の規定に基

づく申出に係

る計画の通知

に対する審査  

床 面 積

の 合 計  

30平方メートル以内 １万9,000円  

30平方メートルを超え100平方メ

ートル以内 

３万1,000円  

100平 方 メ ー ト ル を 超 え 200平 方

メートル以内 

４万7,000円  

200平 方 メ ー ト ル を 超 え 500平 方

メートル以内 

６万円 

500平 方 メ ー ト ル を 超 え 1,000平

方メートル以内 

９万円 

1,000平 方 メ ー ト ル を 超 え 2,000

平方メートル以内 

12万円  

2,000平方メートルを超え１万平

方メートル以内 

28万円  

１ 万 平 方 メ ー ト ル を 超 え ５ 万 平

方メートル以内 

44万円  

５万平方メートルを超えるもの 80万円  
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備考  

床面積の合計の算定にあたっては、次の各号に掲げるとおりとする。  

(1) 建築物を建築する場合（次号に掲げる場合及び移転する場合を除く。）  当該

建築に係る部分の床面積 

 

(2) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合（移転する場合

を除く。）  当該計画の変更に係る部分の床面積の２分の１（床面積の増加する

部分にあっては、当該増加する部分の床面積） 

 

(3) 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用

途を変更する場合（次号に掲げる場合を除く。）  当該移転、修繕、模様替又は

用途の変更に係る部分の床面積の２分の１ 

 

(4) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若

しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合  当該計画の変更に係

る部分の床面積の２分の１ 

 

別表第 11（第５条の３関係）  

種別  区分  手数料（１件につき） 

長期優良住

宅建築等計

画（新築） 

長期優良住

宅建築等計

画（増築若

しくは改

築）又は維

持保全計画 

ア  イ  ア  イ  

１  長期優良住

宅建築等計画

又は維持保全

計画の認定の

申請に対する

審査 

認 定 の

申 請 が

あ っ た

住 宅 の

申 請 に

係 る 床

200平方メートル以内 １万

1,100

円  

５万

5,000

円  

１万

3,000

円  

７万

2,000

円  

200 平 方 メ ー ト ル を 超 え

500平方メートル以内 

１万

9,000

円  

12万

6,000

円  

２万

3,000

円  

16万

8,000

円  
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面 積 の

合 計  

500 平 方 メ ー ト ル を 超 え

1,000平方メートル以内 

３万

2,000

円  

20万

3,000

円  

４万

円 

26万

9,000

円  

1,000平 方 メ ー ト ル を 超 え

3,000平方メートル以内 

５万

7,000

円  

41万

1,000

円  

６万

9,000

円  

54万

2,000

円  

3,000平 方 メ ー ト ル を 超 え

5,000平方メートル以内 

８万

8,000

円  

72万

円  

11万

1,000

円  

95万

5,000

円  

5,000平 方 メ ー ト ル を 超 え

１万平方メートル以内 

13万

7,000

円  

122万

4,000

円  

17万

5,000

円  

162万

8,000

円  

１ 万 平 方 メ ー ト ル を 超 え

２万平方メートル以内 

22万

3,000

円  

226万

円  

28万

7,000

円  

300万

8,000

円  

２ 万 平 方 メ ー ト ル を 超 え

３万平方メートル以内 

26万

7,000

円  

321万

6,000

円  

34万

5,000

円  

428万

4,000

円  

３ 万 平 方 メ ー ト ル を 超 え

るもの 

31万

2,000

円  

396万

1,000

円  

39万

5,000

円  

527万

円  

２  法第８条第

１項の規定に

基づく長期優

良住宅建築等

計画又は維持

保全計画の変

更の認定の申

認 定 の

申 請 が

あ っ た

住 宅 の

法 第 ８

条 第 １

項 の 規

100平方メートル以内 5,300

円  

４万

円 

6,000

円  

５万

2,000

円  

100 平 方 メ ー ト ル を 超 え

200平方メートル以内 

9,100

円  

５万

5,000

円  

１万

1,000

円  

７万

2,000

円  

200 平 方 メ ー ト ル を 超 え １万 12万 ２万 16万
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請に対する審

査 (法 第 ９ 条

第１項の規定

に基づくもの

を除く。 ) 

定 に 基

づ く 長

期 優 良

住 宅 建

築 等 又

は 維 持

保 全 計

画 の 変

更 に 係

る 部 分

の 床 面

積 の 合

計 の ２

分 の １  

500平方メートル以内 7,000

円  

6,000

円  

1,000

円  

8,000

円  

500 平 方 メ ー ト ル を 超 え

1,000平方メートル以内 

３万

円 

20万

3,000

円  

３万

8,000

円  

26万

9,000

円  

1,000平 方 メ ー ト ル を 超 え

3,000平方メートル以内 

５万

5,000

円  

41万

1,000

円  

６万

7,000

円  

54万

2,000

円  

3,000平 方 メ ー ト ル を 超 え

5,000平方メートル以内 

８万

6,000

円  

72万

円  

10万

9,000

円  

95万

5,000

円  

5,000平 方 メ ー ト ル を 超 え

１万平方メートル以内 

13万

5,000

円  

122万

4,000

円  

17万

3,000

円  

162万

8,000

円  

１ 万 平 方 メ ー ト ル を 超 え

２万平方メートル以内 

22万

1,000

円  

226万

円  

28万

5,000

円  

300万

8,000

円  

２ 万 平 方 メ ー ト ル を 超 え

３万平方メートル以内 

26万

5,000

円  

321万

6,000

円  

34万

3,000

円  

428万

4,000

円  

３ 万 平 方 メ ー ト ル を 超 え

るもの 

31万

円  

396万

1,000

円  

39万

3,000

円  

527万

円  

３  法第６条第

２項（法第８

条第２項にお

いて準用する

場合を含む。

認 定 の

申 請 が

あ っ た

住 宅 の

床 面 積

30平方メートル以内 １万9,000円  

30平 方 メ ー ト ル を 超 え 100

平方メートル以内 

３万1,000円  

100 平 方 メ ー ト ル を 超 え

200平方メートル以内 

４万7,000円  
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）の規定に基

づく申出に係

る長期優良住

宅建築等計画

に対する審査

（１及び２の

項の手数料に

加算する額） 

の合計 200 平 方 メ ー ト ル を 超 え

500平方メートル以内 

６万円 

500 平 方 メ ー ト ル を 超 え

1,000平方メートル以内 

９万円 

1,000平 方 メ ー ト ル を 超 え

2,000平方メートル以内 

12万円  

2,000平 方 メ ー ト ル を 超 え

１万平方メートル以内 

28万円  

１ 万 平 方 メ ー ト ル を 超 え

５万平方メートル以内 

44万円  

５ 万 平 方 メ ー ト ル を 超 え

るもの 

80万円  

４  法第９条第１項の規定に基づく譲受人を決定した

とき又は同条第３項の規定に基づく管理者等が選任

されたときの長期優良住宅建築等計画の変更の認定

の申請に対する審査 

9,100円  

５  法第 10条の規定に基づく地位の承継の承認の申請

に対する審査 

5,300円  

６  法第 18条第１項の規定に基づく住宅の容積率に関

する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 

16万円  

 

備考   

１  ア の 欄 は 確 認 書 等 （ 住 宅 の 品 質 確 保 の 促 進 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 11年 法 律 第 81

号）第６条の２第３項又は第４項の規定により当該申請に係る住宅の構造及び設備

が長期使用構造等である旨が記載された確認書若しくは住宅性能評価書又はこれら

の写しをいう。以下同じ。）が添付されている場合の申請について、イの欄は確認

書等が添付されていない場合の申請について、それぞれ適用する。 

 

２  長 期 優 良 住 宅 建 築 等 計 画 と は 法 第 ５ 条 第 １ 項 か ら 第 ５ 項 ま で の 規 定 に よ る 計 画

を、維持保全計画とは法第５条第６項及び第７項の規定に基づく長期優良住宅維持
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保全計画をいう。 

３  ３の項に掲げる床面積は、次の各号に定める面積とする。  

(1) 建築物を建築する場合（次号に掲げる場合を除く。）  当該建築に係る部分の

床面積 

 

(2) 建築基準法第６条第１項の確認を受けた建築物の長期優良住宅建築等計画の変

更（同項の確認に係る部分に限る。）をして建築物を建築する場合  当該長期優

良住宅建築等計画の変更に係る部分の床面積の２分の１（床面積の増加する部分

にあっては、当該増加する部分の床面積） 

 

(3) 建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合  当該修繕又は模様替に

係る部分の床面積の２分の１ 

 

別表第 12（第５条の４関係）  

種別  区分  手数料（１件につき） 

適合書あ

り 

適合書なし 

ア  イ  

１  法第 53条

第１項の規

定に基づく

低炭素建築

物新築等計

画の認定の

申請に対す

る審査 

非住宅の場

合 

床 面 積 の 合 計 が 300平 方 メ ー

トル未満 

１万

2,000円  

９万

5,000

円  

24万

円  

床 面 積 の 合 計 が 300平 方 メ ー

ト ル 以 上 1,000平 方 メ ー ト ル

未満 

２万

2,000円  

12万

2,000

円  

30万

2,000

円  

床 面 積 の 合 計 が 1,000平 方 メ

ー ト ル 以 上 2,000平 方 メ ー ト

ル未満 

３万

5,000円  

16万

円  

39万

円  

床 面 積 の 合 計 が 2,000平 方 メ

ー ト ル 以 上 5,000平 方 メ ー ト

ル未満 

10万

3,000円  

26万

6,000

円  

56万

5,000

円  

床 面 積 の 合 計 が 5,000平 方 メ

ー ト ル 以 上 １ 万 平 方 メ ー ト

15万

1,000円  

34万

1,000

69万

1,000
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ル未満 円  円  

床 面 積 の 合 計 が １ 万 平 方 メ

ー ト ル 以 上 ２ 万 5,000平 方 メ

ートル未満 

19万

8,000円  

41万  

7,000

円  

82万

5,000

円  

床 面 積 の 合 計 が ２ 万 5,000平

方 メ ー ト ル 以 上 ５ 万 平 方 メ

ートル未満 

23万

9,000円  

48万

4,000

円  

93万

7,000

円  

床 面 積 の 合 計 が ５ 万 平 方 メ

ートル以上 

35万

2,000円  

64万

6,000

円  

118万

9,000

円  

住

宅

の

場

合 

一 戸 建

て の 住

宅 

床 面 積 の 合 計 が 200平 方 メ ー

トル未満 

6,900円  ３万 9,000円  

床 面 積 の 合 計 が 200平 方 メ ー

トル以上 

7,400円  ４万 4,000円  

共 同 住

宅 、 長

屋 そ の

他 の 一

戸 建 て

の 住 宅

以 外 の

住宅 

床 面 積 の 合 計 が 300平 方 メ ー

トル未満 

１万

2,000円  

７万 6,000円  

床 面 積 の 合 計 が 300平 方 メ ー

ト ル 以 上 2,000平 方 メ ー ト ル

未満 

２万

8,000円  

12万 8,000円  

床 面 積 の 合 計 が 2,000平 方 メ

ー ト ル 以 上 5,000平 方 メ ー ト

ル未満 

６万

6,000円  

22万 5,000円  

床 面 積 の 合 計 が 5,000平 方 メ

ー ト ル 以 上 １ 万 平 方 メ ー ト

ル未満 

10万

3,000円  

31万 2,000円  

床 面 積 の 合 計 が １ 万 平 方 メ

ー ト ル 以 上 ２ 万 5,000平 方 メ

ートル未満 

16万

5,000円  

60万 6,000円  
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床 面 積 の 合 計 が ２ 万 5,000平

方 メ ー ト ル 以 上 ５ 万 平 方 メ

ートル未満 

23万

4,000円  

104万 7,000円  

床 面 積 の 合 計 が ５ 万 平 方 メ

ートル以上 

36万

8,000円  

192万 5,000円  

２  法第 54条

第２項（法

第 55条第２

項において

準用する場

合 を 含

む。）の規

定に基づく

申出に係る

低炭素建築

物新築等計

画に対する

審査（１及

び３の項の

手数料に加

算する額） 

申出があっ

た建築物の

床面積の合

計 

30平方メートル以内 １万9,000円  

30平 方 メ ー ト ル を 超 え 100平

方メートル以内 

３万1,000円  

100平 方 メ ー ト ル を 超 え 200

平方メートル以内 

４万7,000円  

200平 方 メ ー ト ル を 超 え 500

平方メートル以内 

６万円 

500 平 方 メ ー ト ル を 超 え

1,000平方メートル以内 

９万円 

1,000 平 方 メ ー ト ル を 超 え

2,000平方メートル以内 

12万円  

2,000平 方 メ ー ト ル を 超 え １

万平方メートル以内 

28万円  

１ 万 平 方 メ ー ト ル を 超 え ５

万平方メートル以内 

44万円  

５ 万 平 方 メ ー ト ル を 超 え る

もの 

80万円  

３  法 第 55条 第 １項 の 規 定に 基 づ く低 炭 素 建築 物 新 築等

計画の変更の認定の申請に対する審査  

１の項の規定を準用して

得られる額。この場合に

おいて、法第55条第１項

の規定に基づく変更に係

る 部 分 の 床 面 積 に 基 づ

き 手 数 料 を 算 定 す る  
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４  規 則 第 46条の ２の 規定 に 基づ く 軽 微 な変 更に 該当 し

て い る こ と を 証 す る 書 面 の 交 付  

１の項の規定を準用して

得られる額。この場合に

おいて、軽微な変更に係

る部分の床面積に基づき

手数料を算定する 
 

備考   

１  適合書とは低炭素建築物新築等計画が法第 54条第１項各号に掲げる基準に適合す

ることを証する書面をいう。 

 

２  基準省令とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成 28年経済産

業省令・国土交通省令第１号。）をいう。 

 

３  １の項において、住宅とは一戸建ての住宅又は共同住宅、長屋その他の一戸建て

の住宅以外の住宅を、非住宅とは住宅以外の用途に係るものをいう。 

 

４  申請に係る建築物が非住宅のみからなる建築物の場合において、アの欄は基準省

令第１条第１項第１号ロに規定する基準による場合、イの欄はア以外の場合につい

て、それぞれ適用する。 

 

５  住宅と非住宅の複合建築物の場合は、住宅の用途の新築等に係る部分の床面積に

応じた額に非住宅の用途の新築等に係る部分の床面積に応じた額を加算した額とす

る。 

 

６  １の項の床面積の算定にあたっては、新築等に係る部分の床面積の合計により算

定する。ただし、共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅の新築等に係

る部分の床面積は、基準省令第４条第３項の設計一次エネルギー消費量を同項第２

号の数値とする場合は、当該住宅の共用部分（同項第１号の共用部分をいう。）を

除く。 

 

７  ２の項の床面積の合計の算定にあたっては、 次の各号に掲げるとおりとする。  

(1) 建築物を新築等する場合（次号に掲げる場合を除く。） 当該新築等に係る部

分の床面積 

 

(2) 建築基準法第６条第１項の確認を受けた低炭素建築物の低炭素建築物新築等計

画の変更（同項の確認に係る部分に限る。）をして建築物について新築等をする
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場合  当該低炭素建築物新築等計画の変更に係る部分の床面積の２分の１（床面

積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積） 

(3) 建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合 当該修繕又は模様替に

係る部分の床面積の２分の１ 

 

別表第 13（第５条の５関係）  

(1) 法第 12条及び第13条の規定に基づく事務（省エネ基準適合性判定）  

種別  区分  手数料（１件につき） 

ア  イ  

工場等 工場等

以外 

工場等 工場等

以外 

１  省エネ

性能確保

計画の適

合性判定

に対する

審査のう

ち、２の

項以外の

場合 

非

住

宅

部

分

の

床

面

積

の

合

計 

300平方メートル未満 ２万

2,000

円  

９万

3,000

円  

２万

6,000

円  

23万

8,000

円  

300平 方 メ ー ト ル 以 上 1,000

平方メートル未満 

３万

2,000

円  

11万

9,000

円  

３万

7,000

円  

30万円  

1,000 平 方 メ ー ト ル 以 上

2,000平方メートル未満 

４万

6,000

円  

15万

8,000

円  

５万

1,000

円  

38万

8,000

円  

2,000 平 方 メ ー ト ル 以 上

5,000平方メートル未満 

11万

8,000

円  

26万

4,000

円  

12万

5,000

円  

56万

3,000

円  

5,000 平 方 メ ー ト ル 以 上 １

万平方メートル未満 

16万

8,000

円  

33万

9,000

円  

17万

5,000

円  

68万

9,000

円  

１ 万 平 方 メ ー ト ル 以 上 ２ 万

5,000平方メートル未満 

21万

6,000

円  

41万

5,000

円  

22万

4,000

円  

82万

3,000

円  
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２ 万 5,000 平 方 メ ー ト ル 以

上５万平方メートル未満 

26万円  48万

2,000

円  

27万円  93万

5,000

円  

５万平方メートル以上 37万

9,000

円  

64万

4,000

円  

39万円  118万

7,000

円  

２  省エネ

性能確保

計画の適

合性判定

に対する

審査のう

ち、複数

棟申請の

他の建築

物に係る

審査を行

う場合 

非

住

宅

部

分

の

床

面

積

の

合

計 

300平方メートル未満 １万2,000円  

300平 方 メ ー ト ル 以 上 1,000

平方メートル未満 

２万2,000円  

1,000 平 方 メ ー ト ル 以 上

2,000平方メートル未満 

３万5,000円  

2,000 平 方 メ ー ト ル 以 上

5,000平方メートル未満 

10万 3,000円  

5,000 平 方 メ ー ト ル 以 上 １

万平方メートル未満 

15万 1,000円  

１ 万 平 方 メ ー ト ル 以 上 ２ 万

5,000平方メートル未満 

19万 8,000円  

２ 万 5,000 平 方 メ ー ト ル 以

上５万平方メートル未満 

23万 9,000円  

５万平方メートル以上 35万 2,000円  

３  省 エ ネ 性 能 確 保 計 画 の 変 更 の 適 合 性 判定

に 対 す る 審 査  

１ 及 び ２ の 項 の 規 定 を 準 用 し て

得られる額 

４  規 則 第 11条 の 規 定 に 基 づ く 軽 微 な 変 更に

該 当 し て い る こ と を 証 す る 書 面 の 交 付  

１ 及 び ２ の 項 の 規 定 を 準 用 し て

得られる額 
 

備考   

１  省エネ性能確保計画とは法第 12条第１項又は第 13条第２項の規定に基づく建築

物エネルギー消費性能確保計画を、適合性判定とは建築物エネルギー消費性能適

合性判定をいう。 
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２  基準省令とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成 28年経済

産業省令・国土交通省令第１号。）をいう。 

 

３  アの欄は基準省令第１条第１項第１号ロに規定する基準による場合、イの欄は

ア以外の場合について、それぞれ適用する。 

 

４  工場等とは、工場、倉庫、その他これらに類する用途に供する建築物をいう。  

５  非住宅部分とは、法第11条第１項に規定する非住宅部分をいう。  

６  １の項の床面積の算定にあたっては、基準省令第１条第１項第１号ただし書に

規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方

法 に よ り 設 計 一 次 エ ネ ル ギ ー 消 費 量 （ 同 号 イ の 設 計 一 次 エ ネ ル ギ ー 消 費 量 を い

う。）及び基準一次エネルギー消費量（同号イの基準一次エネルギー消費量をい

う。）の計算を要しない部分があるときは、当該部分の床面積を除く。 

 

７  ２の項における複数棟申請の他の建築物とは、法第 34条第３項に規定する他の

建築物をいう。 

 

８  ２の項に掲げる審査とは、省エネ性能確保計画に係る評価方法と法第 34条第１

項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の評価方法が同一である場

合に限る。 

 

９  ３の項の手数料算定にあたっては、１及び２の項の「非住宅部分の床面積」と

あるのは、「法第 12条第２項又は第 13条第３項の規定に基づく変更に係る部分の

床面積（基準省令第１条第１項第１号に規定する基準（国土交通大臣がエネルギ

ー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法を含む。）の適用を変更する場

合 に あ っ て は 、 当 該 変 更 す る 部 分 の 床 面 積 を 含 む 。 ） 」 と 読 み 替 え る も の と す

る。 

 

10 ４の項の手数料算定にあたっては、１及び２の項の「非住宅部分の床面積」と

あるのは、「軽微な変更に係る部分の床面積（基準省令第１条第１項第１号に規

定する基準（国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認め

る方法を含む。）の適用を変更する場合にあっては、当該変更する部分の床面積

を含む。）」と読み替えるものとする。 

 

(2) 法第 34条から第36条まで及び規則第29条の規定に基づく事務（省エネ性能向上計画

の認定） 
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種別 区分  手数料（１件につき） 

適合書

あり 

適合書なし 

ア  イ  

１  省 エ ネ

性 能 向 上

計 画 の 認

定 の 申 請

に 対 す る

審 査  

申 請 に

係 る 建

築 物 が

非 住 宅

部 分 の

み か ら

な る 建

築 物 の

場 合  

床面積の合計が 300平方メートル

未満 

１万

2,000円  

９万

3,000

円  

23万

8,000

円  

床面積の合計が 300平方メートル

以上1,000平方メートル未満 

２万

2,000円  

11万

9,000

円  

30万

円   

床面積の合計が 1,000平方メート

ル以上2,000平方メートル未満 

３万

5,000円  

15万

8,000

円  

38万

8,000

円  

床面積の合計が 2,000平方メート

ル以上5,000平方メートル未満 

10万

3,000円  

26万

4,000

円  

56万

3,000

円  

床面積の合計が 5,000平方メート

ル以上１万平方メートル未満 

15万

1,000円  

33万

9,000

円  

68万

9,000

円  

床 面 積 の 合 計 が １ 万 平 方 メ ー ト

ル以上２万 5,000平方メートル未

満 

19万

8,000円  

41万

5,000

円  

82万

3,000

円  

床面積の合計が２万 5,000平方メ

ー ト ル 以 上 ５ 万 平 方 メ ー ト ル 未

満 

23万

9,000円  

48万

2,000

円  

93万

5,000

円  

床 面 積 の 合 計 が ５ 万 平 方 メ ー ト

ル以上 

35万

2,000円  

64万

4,000

円  

118万

7,000

円  

申 請 に 一 戸 建 床面積の合計が200平方 6,900円  ３万 7,000円  

 

（　344　）



係 る 建

築 物 が

住 宅 部

分 の み

か ら な

る 建 築

物 の 場

合 

て の 住

宅 の 場

合 

メートル未満 

床面積の合計が200平方

メートル以上 

7,400円  ４万 2,000円  

共 同 住

宅 、 長

屋 そ の

他 の 一

戸 建 て

の 住 宅

以 外 の

住 宅 の

場 合  

床面積の合計が300平方

メートル未満 

１万

2,000円  

７万 4,000円  

床面積の合計が300平方

メートル以上2,000平方

メートル未満 

２万

8,000円  

12万 6,000円  

床面積の合計が2,000平

方メートル以上5,000平

方メートル未満 

６万

6,000円  

22万 2,000円  

床面積の合計が5,000平

方 メ ー ト ル 以 上 １ 万 平

方メートル未満 

10万

3,000円  

31万円  

床 面 積 の 合 計 が １ 万 平

方 メ ー ト ル 以 上 ２ 万

5,000平方メートル未満 

16万

5,000円  

60万 4,000円  

床 面 積 の 合 計 が ２ 万

5,000平方メートル以上

５万平方メートル未満 

23万

4,000円  

104 万 5,000

円  

床 面 積 の 合 計 が ５ 万 平

方メートル以上 

36万

8,000円  

192 万 3,000

円  

２  法 第 35

条 第 ２ 項

（ 法 第 36

条 第 ２ 項

に お い て

準 用 す る

申 出 が

あ っ た

建 築 物

の 床 面

積 の 合

計 

30平方メートル以内 １万9,000円  

30平方メートルを超え 100平方メ

ートル以内 

３万1,000円  

100平 方 メ ー ト ル を 超 え 200平 方

メートル以内 

４万7,000円  

200平 方 メ ー ト ル を 超 え 500平 方 ６万円 
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場 合 を 含

む 。 ） の

規 定 に 基

づ く 申 出

に 対 す る

審 査 （ １

及 び ３ の

項 の 手 数

料 に 加 算

する額） 

メートル以内 

500平 方 メ ー ト ル を 超 え 1,000平

方メートル以内 

９万円 

1,000平 方 メ ー ト ル を 超 え 2,000

平方メートル以内 

12万円  

2,000平方メートルを超え１万平

方メートル以内 

28万円  

１ 万 平 方 メ ー ト ル を 超 え ５ 万 平

方メートル以内 

44万円  

５万平方メートルを超えるもの 80万円  

３  法第 36条第１項の規定に基づく省エネ性能向上計画

の変更の認定の申請に対する審査 

１ 件 に つ き 、 １ の 項 の

規 定 を 準 用 し て 得 ら れ

る額 

４  規則第29条の規定に基づく軽微な変更に関する証明

書の交付 

当 該 証 明 書 の 交 付 を 受

け よ う と す る １ の 建 築

物 に つ き 、 １ の 項 の 規

定 を 準 用 し て 得 ら れ る

額 
 

備考   

１  省エネ性能向上計画とは、法第 34条第１項の規定に基づく建築物エネルギー消

費性能向上計画をいう。 

 

２  適合書とは、申請に係る建築物が法第 35条第１項第１号に規定する基準に適合

することを証する書面をいう。 

 

３  基準省令とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成 28年経済

産業省令・国土交通省令第１号。）をいう。 

 

４  非住宅部分とは、法第 11条第１項に規定する非住宅部分を、住宅部分とは、法

第11条第１項に規定する住宅部分をいう。 

 

５  申請に係る建築物が非住宅部分のみからなる建築物の場合において、アの欄は  
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基準省令第１条第１項第１号ロに規定する基準による場合、イの欄はア以外の場

合について、それぞれ適用する。 

６  １の項の床面積の算定にあたっては、認定の申請に係る部分の床面積の合計に

より算定する。ただし、共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅の床

面積は、基準省令第４条第３項の設計一次エネルギー消費量を同項第２号の数値

と す る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 住 宅 部 分 の 共 用 部 分 （ 同 項 第 １ 号 の 共 用 部 分 を い

う。）の床面積を除く。 

 

７  申請に係る建築物が基準省令第１条第１項第１号に規定する複合建築物の場合

は、非住宅部分の認定の申請に係る部分の床面積に応じた額に住宅部分の認定の

申請に係る部分の床面積に応じた額を加算した額とする。 

 

８  １及び３の項について、法第 34条第３項の規定により、同条第１項の規定によ

る認定の申請に係る建築物以外の建築物に関する事項を省エネ性能向上計画に記

載する場合は、１の建築物ごとに１件とする。ただし、３の項の手数料算定にあ

たっては、第６項の「認定の申請に係る部分の床面積」とあるのは、「法第 36条

第１項の規定に基づく変更に係る部分の床面積（基準省令第 10条第１号又は第２

号に規定する基準（国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法

と認める方法を含む。）の適用を変更する場合にあっては、当該変更する部分の

床面積を含む。）」と読み替えるものとする。 

 

９  ２の項の床面積の合計の算定にあたっては、次の各号に掲げるとおりとする。  

(1) 建築物を建築する場合（次号に掲げる場合を除く。）  当該建築に係る部分

の床面積 

 

(2) 建築基準法第６条第１項の確認を受けた建築物の省エネ性能向上計画の変更

（同項の確認に係る部分に限る。）をして建築物について建築をする場合  当

該性能向上計画の変更に係る部分の床面積の２分の１（床面積の増加する部分

にあっては、当該増加する部分の床面積） 

 

(3) 建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合 当該修繕又は模様替

に係る部分の床面積の２分の１ 

 

10  ４ の 項 の 手 数 料 算 定 に あ た っ て は 、 第 ６ 項 の 「 認 定 の 申 請 に 係 る 部 分 の 床 面

積」とあるのは、「軽微な変更に係る部分の床面積（基準省令第 10条第１号又は
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第２号に規定する基準（国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる

方法と認める方法を含む。）の適用を変更する場合にあっては、当該変更する部

分の床面積を含む。）」と読み替えるものとする。 

(3) 法第 41条の規定に基づく事務（省エネ基準適合認定）  

種別  区分  手数料（１件につき） 

適合

書あ

り 

適合書なし 

ア  イ  

１  省 エ ネ

基 準 適 合

認 定 の 申

請 に 対 す

る 審 査  

申 請 に

係 る 建

築 物 が

非 住 宅

部 分 の

み か ら

な る 建

築 物 の

場 合  

床 面 積 の 合 計 が 300平 方 メ ー ト ル

未満 

１万

2,000

円  

９万

3,000

円  

23万

8,000

円  

床 面 積 の 合 計 が 300平 方 メ ー ト ル

以上1,000平方メートル未満 

２万

2,000

円  

11万

9,000

円  

30万

円   

床 面 積 の 合 計 が 1,000平 方 メ ー ト

ル以上2,000平方メートル未満 

３万

5,000

円  

15万

8,000

円  

38万

8,000

円  

床 面 積 の 合 計 が 2,000平 方 メ ー ト

ル以上5,000平方メートル未満 

10万

3,000

円  

26万

4,000

円  

56万

3,000

円  

床 面 積 の 合 計 が 5,000平 方 メ ー ト

ル以上１万平方メートル未満 

15万

1,000

円  

33万

9,000

円  

68万

9,000

円  

床面積の合計が１万平方メートル

以上２万5,000平方メートル未満 

19万

8,000

円  

41万

5,000

円  

82万

3,000

円  

床 面 積 の 合 計 が ２ 万 5,000平 方 メ

ートル以上５万平方メートル未満 

23万

9,000

48万

2,000

93万

5,000
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円 円  円  

５万平方メートル以上 35万

2,000

円  

64万

4,000

円  

118万

7,000

円  

申 請 に

係 る 建

築 物 が

住 宅 部

分 の み

か ら な

る 建 築

物 の 場

合 

一 戸 建

て の 住

宅 の 場

合 

床 面 積 の 合 計 が 200平 方

メートル未満 

6,900

円  

２万

円 

 

３万

7,000

円  

床 面 積 の 合 計 が 200平 方

メートル以上 

7,400

円  

２万

2,000

円  

４万

2,000

円  

共 同 住

宅 、 長

屋 そ の

他 の 一

戸 建 て

の 住 宅

以 外 の

住 宅 の

場 合  

床 面 積 の 合 計 が 300平 方

メートル未満 

１万

2,000

円  

３万

7,000

円  

７万

4,000

円  

床 面 積 の 合 計 が 300平 方

メ ー ト ル 以 上 2,000平 方

メートル未満 

２万

8,000

円  

６万

6,000

円  

12万

6,000

円  

床 面 積 の 合 計 が 2,000平

方 メ ー ト ル 以 上 5,000平

方メートル未満 

６万

6,000

円  

12万

6,000

円  

22万

2,000

円  

床 面 積 の 合 計 が 5,000平

方 メ ー ト ル 以 上 １ 万 平

方メートル未満 

10万

3,000

円  

18万

1,000

円  

31万

円  

床 面 積 の 合 計 が １ 万 平

方 メ ー ト ル 以 上 ２ 万

5,000平方メートル未満 

16万

5,000

円  

32万

8,000

円  

60万

4,000

円  

床 面 積 の 合 計 が ２ 万

5,000平 方 メ ー ト ル 以 上

５万平方メートル未満 

23万

4,000

円  

53万

3,000

円  

104万

5,000

円  
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床 面 積 の 合 計 が ５ 万 平

方メートル以上 

36万

8,000

円  

94万

円  

192万

3,000

円  
 

備考   

１  省エネ基準適合認定とは、法第41条第１項の規定に基づく認定をいう。  

２  適合書とは、申請に係る建築物が法第２条第１項第３号に規定する基準に適合

することを証する書面をいう。 

 

３  非住宅部分とは法第 11条第１項に規定する非住宅部分を、住宅部分とは法第 11

条第１項に規定する住宅部分をいう。 

 

４  基準省令とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成 28年経済

産業省令・国土交通省令第１号。）をいう。 

 

５  申請に係る建築物が非住宅部分のみからなる建築物の場合において、アの欄は

基準省令第１条第１項第１号ロに規定する基準による場合、イの欄はア以外の場

合について、それぞれ適用する。 

 

６  申請に係る建築物が住宅部分のみからなる建築物の場合において、アの欄は基

準 省 令 第 １ 条 第 １ 項 第 ２ 号 に 規 定 す る 基 準 に よ る 場 合 （ イ に 掲 げ る 場 合 を 除

く。）の申請について、イの欄は基準省令第１条第１項第２号イ(２ )(i)及び同号

ロ(２ ) 、同号イ(２ )(ii)及び同号ロ(２ )又は同号イ(３ )及び同号ロ(３ )に規定す

る基準による場合（共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅にあって

は全ての住戸が同基準による場合に限る。）について、それぞれ適用する。 

 

７  床面積の算定にあたっては、認定の申請に係る部分の床面積の合計により算定

する。ただし、共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅の床面積は、

基準省令第４条第３項の設計一次エネルギー消費量を同項第２号の数値とする場

合にあっては、当該住宅部分の共用部分（同項第１号の共用部分をいう。）の床

面積を除く。 

 

８  申請に係る建築物が基準省令第１条第１項第１号に規定する複合建築物の場合

は、非住宅部分の認定の申請に係る部分の床面積に応じた額に住宅部分の認定の

申請に係る部分の床面積に応じた額を加算した額とする。 
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別表第14（第５条の６関係）  

区分  手数料（１件につき） 

１  法第 105条第１項の規定に基づく建築物の容積率に関

する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 

16万円  

 

 

別表第 15（第５条の７関係）  

種別  区分  手数料（１件

につき） 

１  法 第 ５ 条 第 １ 項 の 規

定 に 基 づ く 登 録 の 申 請

に 対 す る 審 査  

申請に係るサービス付き高齢者向け住宅

の戸数が10戸以下である場合 

２万5,000円  

申請に係るサービス付き高齢者向け住宅

の戸数が11戸以上20戸以下である場合 

３万円 

申請に係るサービス付き高齢者向け住宅

の戸数が21戸以上30戸以下である場合 

３万4,000円  

申請に係るサービス付き高齢者向け住宅

の戸数が31戸以上40戸以下である場合 

３万8,000円  

申請に係るサービス付き高齢者向け住宅

の戸数が41戸以上50戸以下である場合 

４万2,000円  

申請に係るサービス付き高齢者向け住宅

の戸数が51戸以上70戸以下である場合 

５万円 

申請に係るサービス付き高齢者向け住宅

の戸数が71戸以上100戸以下である場合 

６万3,000円  

申請に係るサービス付き高齢者向け住宅

の戸数が101戸以上である場合 

７万5,000円  

２  １の項の審査のうち、規則第８条括弧書に規定する場合に該当

するかについての審査を行う場合に加算する額  

１万円 

３  １の項の審査のうち、規則第９条ただし書に規定する場合に該

当するかについての審査を行う場合に加算する額（２の項に定め

る手数料を徴収する場合を除く。）  

１万円 
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４  １の項の審査のうち、法第７条第１項第６号ニ若しくはホ、第

７号又は第８号に掲げる基準に係る審査を行う場合に加算する額  

7,000円  

５  １の項の審査のうち、法第７条第１項第６号ヘに掲げる基準に

係る審査を行う場合であって、かつ、入居契約の形態が賃貸借契

約でない場合に加算する額  

5,000円  

６  法 第 ５ 条 第 ２ 項 の 規

定 に 基 づ く 登 録 の 更 新

に 対 す る 審 査  

申請に係るサービス付き高齢者向け住宅

の戸数が10戸以下である場合 

9,000円  

申請に係るサービス付き高齢者向け住宅

の戸数が11戸以上20戸以下である場合 

１万円 

申請に係るサービス付き高齢者向け住宅

の戸数が21戸以上30戸以下である場合 

１万2,000円  

申請に係るサービス付き高齢者向け住宅

の戸数が31戸以上40戸以下である場合 

１万3,000円  

申請に係るサービス付き高齢者向け住宅

の戸数が41戸以上50戸以下である場合 

１万4,000円  

申請に係るサービス付き高齢者向け住宅

の戸数が51戸以上70戸以下である場合 

１万7,000円  

申請に係るサービス付き高齢者向け住宅

の戸数が71戸以上100戸以下である場合 

２万1,000円  

申請に係るサービス付き高齢者向け住宅

の戸数が101戸以上である場合 

２万5,000円  

７  ６の項の審査のうち、申請に係るサービス付き高齢者向け住宅

に関して、規則第８条括弧書の規定により、各居住部分の床面積

について 25平方メートル未満のものが認められている場合に加算

する額 

4,000円  

８  ６の項の審査のうち、申請に係るサービス付き高齢者向け住宅

に 関 し て 、 規 則 第 ９ 条 た だ し 書 の 規 定 に よ り 、 各 居 住 部 分 が 台

所、収納設備又は浴室を備えたものであることを要しないものと

4,000円  
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して認められている場合に加算する額（７の項に定める手数料を

徴 収 す る 場 合 を 除 く 。 ）  

９  ６の項の審査のうち、入居契約の内容が家賃等の前払金を受領

するものとなっている場合に加算する額  

3,000円  

10 ６の項の審査のうち、入居契約の形態が賃貸借契約でない場合

に加算する額  

2,000円  

11 法 第 ９ 条 第 １ 項 の 規

定 に 基 づ く 届 出 を 受 け

た 場 合 （ 法 第 ６ 条 第 １

項 第 ７ 号 か ら 第 12号 ま

で 及 び 第 14号 に 掲 げ る

事 項 、 同 項 第 15号 に 掲

げ る 事 項 （ 規 則 第 ６ 条

第 ３ 号 に 掲 げ る 事 項 及

び 同 条 第 ５ 号 に 掲 げ る

事 項 の う ち 高 齢 者 生 活

支 援 サ ー ビ ス の 提 供 を

委 託 に よ り 他 の 事 業 者

に 行 わ せ る 場 合 に お け

る 当 該 委 託 契 約 に 係 る

事 項 に 限 る 。 ） 並 び に

法 第 ６ 条 第 ２ 項 に 規 定

す る 添 付 書 類 の 記 載 事

項 （ 法 第 ７ 条 第 １ 項 第

６ 号 ニ 、 ホ 及 び ヘ 、 第

７ 号 並 び に 第 ８ 号 に 掲

げ る 基 準 に 係 る も の に

限 る 。 ） の 変 更 に つ い

登録に係るサービス付き高齢者向け住宅

の戸数（法第６条第１項第６号に掲げる

事項に変更があったとして届出がなされ

た場合にあっては、変更後のサービス付

き高齢者向け住宅の戸数。以下 11の項に

おいて同じ。）が10戸以下である場合 

１万3,000円  

登録に係るサービス付き高齢者向け住宅

の戸数が11戸以上20戸以下である場合 

１万5,000円  

登録に係るサービス付き高齢者向け住宅

の戸数が21戸以上30戸以下である場合 

１万7,000円  

登録に係るサービス付き高齢者向け住宅

の戸数が31戸以上40戸以下である場合 

１万9,000円  

登録に係るサービス付き高齢者向け住宅

の戸数が41戸以上50戸以下である場合 

２万1,000円  

登録に係るサービス付き高齢者向け住宅

の戸数が51戸以上70戸以下である場合 

２万5,000円  

登録に係るサービス付き高齢者向け住宅

の戸数が71戸以上100戸以下である場合 

３万2,000円  

登録に係るサービス付き高齢者向け住宅

の戸数が101戸以上である場合 

３万8,000円  
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て 届 出 を 受 け た 場 合 に

限 る 。 ） に 行 う 法 第 ９

条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ

く 変 更 の 登 録 に 係 る 審

査 

12 11の項の審査のうち、規則第８条括弧書に規定する場合に該当

するかについての審査を行う場合に加算する額  

5,000円  

13 11の項の審査のうち、規則第９条ただし書に規定する場合に該

当するかについての審査を行う場合に加算する額（ 12の項に定め 

る手数料を徴収する場合を除く。）  

5,000円  

14 11の項の審査のうち、法第７条第１項第６号ニ若しくはホ、第

７号又は第８号に掲げる基準に係る審査を行う場合に加算する額  

4,000円  

15 11の項の審査のうち、法第７条第１項第６号ヘに掲げる基準に

係る審査を行う場合であって、かつ、変更後の入居契約の形能が

賃貸借契約でない場合に加算する額  

3,000円  
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附 則  

この条例は、令和４年10月１日から施行する。 

 

理     由  

長 期 優 良 住 宅 の 普 及 の 促 進 に 関 す る 法 律 の 改 正 等 に 伴 い 、 条 例 を 改 正 す る 必

要があるため。 
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